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要  旨 

 
 
１ 作成の背景 

生殖補助医療の在り方、生殖補助医療により出生した子の法律上の取り扱い

については、従来から多くの議論が提起されている。さらに、近年、子の出生

届の受理をめぐる裁判、医師による施術実施の公表などにより、代理懐胎につ

いての明確な方向付けを行うべきという国民の声が高まってきている。 
これらの状況を踏まえて、法務大臣及び厚生労働大臣から連名で日本学術会

議会長に対して、生殖補助医療をめぐる諸問題に関する審議の依頼があったこ

とから、慎重な審議を経て本報告書をとりまとめた。 
 

２ 現状及び問題点 

我が国においては、代理懐胎の実態が客観的に把握されておらず、医学的安

全性、確実性、生まれた子への長期に渡る影響などは不明である。一方で、代

理懐胎に関しては、妊娠・出産という身体的・精神的負担やリスクを第三者に

負わせるという倫理的問題、母子関係をめぐる法的問題などについても、様々

な議論がある。これまで行政庁や学会、専門家による検討も進められてきたが、

法制化には至っていない。そのような状況の下で、代理懐胎が一部の医師によ

り進められており、また渡航して行われる事例も増加している。 

このため、本委員会では、代理懐胎の規制の是非について、医学的側面、倫

理的・社会的側面、法的側面から詳細に検討し、母体の保護や出生した子の福

祉を尊重する立場から、下記の提言（1）から（4）のような結論に到達した。 

代理懐胎を法律によって原則として禁止する場合も、代理懐胎によって生ま

れる子が存在しうる以上、子の福祉という観点から子の法的地位を決定する方

法を明確にしておく必要がある。そこで本委員会では、最高裁平成 19 年 3 月

23 日決定等を考慮しつつ、生まれた子と代理懐胎者・依頼夫婦との親子関係

などについて検討し、下記の提言（5）から（6）のような結論に到達した。 

生殖補助医療をめぐる問題には、代理懐胎の是非や親子関係の決定方法のほ

か、子の出自を知る権利、卵子提供の問題など今後の検討課題が山積している。

本委員会ではこれらに関する検討も行ったが、本報告書の報告事項としては示

さず、下記の（7）から（10）のように提言することとした。 

 

３ 提言の内容 

代理懐胎を中心とする生殖補助医療に関する諸問題について、以下のように

提言する。 

（1） 代理懐胎については、法律（例えば、生殖補助医療法（仮称））による

規制が必要であり、それに基づき原則禁止とすることが望ましい。 
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（2） 営利目的で行われる代理懐胎には、処罰をもって臨む。処罰は、施行医、

斡旋者、依頼者を対象とする。 

（3） 母体の保護や生まれる子の権利・福祉を尊重し、医学的、倫理的、法的、

社会的問題を把握する必要性などにかんがみ、先天的に子宮をもたない女

性及び治療として子宮の摘出を受けた女性に対象を限定した、厳重な管理

の下での代理懐胎の試行的実施（臨床試験）は考慮されてよい。 

（4） 代理懐胎の試行に当たっては、医療、福祉、法律、カウンセリングなど

の専門家を構成員とする公的運営機関を設立すべきである。一定期間後に

代理懐胎の医学的安全性や社会的・倫理的妥当性などについて検討し、問

題がなければ法を改正して一定のガイドラインの下に容認する。弊害が多

ければ試行を中止する。 

（5） 代理懐胎により生まれた子の親子関係については、代理懐胎者を母とす

る。 

（6） 代理懐胎を依頼した夫婦と生まれた子については、養子縁組または特別

養子縁組によって親子関係を定立する。 

（7） 出自を知る権利については、子の福祉を重視する観点から最大限に尊重

すべきであるが、それにはまず長年行われてきた夫以外の精子による人工

授精（AID）の場合などについて十分検討した上で、代理懐胎の場合を判断

すべきであり、今後の重要な検討課題である。 

（8） 卵子提供の場合や夫の死後凍結精子による懐胎など議論が尽くされてい

ない課題があり、今後新たな問題が出現する可能性もあるため、引き続き

生殖補助医療をめぐる検討が必要である。 

（9） 生命倫理に関する諸問題については、その重要性にかんがみ、公的研究

機関を創設するとともに、新たに公的な常設の委員会を設置し、政策の立

案なども含め、処理していくことが望ましい。 

（10） 代理懐胎をはじめとする生殖補助医療について議論する際には、生ま

れる子の福祉を最優先とすべきである。 
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はじめに 

 

科学技術の進歩発展は絶え間なく、21 世紀を迎えて、とりわけ生命科学の

研究の急速な進歩には目覚しいものがある。医学・医療の分野では次々に画期

的で新たな技術が開発され、臨床の場で応用されている。不妊治療としての生

殖補助医療はその最も著しい領域の一つであるが、我が国でも体外受精がすで

に一般化されて広く行われており、年間約２万人が出生している。さらに第三

者の配偶子を用いた体外受精により得られた胚を子宮に戻す胚移植、子宮のな

い女性が第三者の子宮を借りて出産を依頼する代理懐胎など、人類がこれまで

およそ経験したこともなかったようなことが技術の進歩により可能となった。

平成 13 年５月には、我が国最初の代理懐胎者による出産が報じられている。 

しかしながら、このようなヒトの生命の人為的操作がどこまで許されるのか

という根本的な問いかけは、生命倫理の新たな課題であるにもかかわらず、議

論が十分に尽くされておらず、社会的な合意形成もなされていない。日本産科

婦人科学会は、倫理委員会による慎重な審議の結果、代理懐胎を禁止する会告

を出したが、現実にはこれを無視する形で少数の医師により実施されてきた。

また、日本人が国外で代理懐胎を依頼した例は、すでに 100 例を超すと言われ

る。さらに自らの精子・卵子を用いた代理懐胎をアメリカで行った日本人夫妻

の例については、親子関係をめぐって訴訟が提起され、最高裁により平成 19

年３月に嫡出親子関係を認めない決定がなされ、法整備を促す補足意見が付さ

れるなど、新たな議論を生み出している。 

このように代理懐胎が社会の視聴を集め、明確な方向付けを行うべきという

国民の声が高まってきた状況を踏まえ、平成 18 年 11 月 30 日付けで、法務大

臣及び厚生労働大臣の連名で日本学術会議会長に対して、代理懐胎を中心に生

殖補助医療をめぐる諸問題についての審議を行うよう依頼がなされた（参考資

料２別紙参照）。 

このため、人文・社会科学から自然科学の全分野の科学者を代表する日本学

術会議では、医療、法律のみならず生命倫理その他幅広い分野の専門家から構

成される「生殖補助医療の在り方検討委員会」（以下、「本委員会」という。）

を設置し、代理懐胎が生殖補助医療として許容されるべきか否かなど、代理懐

胎を中心に生殖補助医療をめぐる諸問題について、従来の議論を整理し、国際

的な視点も踏まえ、今後のあり方などについて審議を行うこととした。 

しかしながら、多様な価値観や異なる倫理観、人生観などをもつ人々からな

る我が国で、代理懐胎の是非など生命倫理に関わる諸問題について社会的合意

を得ることは容易ではない。 

そもそも、代理懐胎は医療として認められるものなのか。認めるとしても、

これを望ましい医療と考える人はおそらくいないであろう。医療については可

能なことは何をやっても許されるとは言えず、おのずから節度が求められるの

ではないか。自然の摂理にあまりにも反することは行うべきでない、とする根

本的な反対意見も多い。しかし一方で、生まれつき子宮のない女性や、腫瘍そ
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の他の疾患で子宮を切除した女性などが、自分の遺伝子を受け継ぐ子を持ちた

いとする願望も理解はできよう。ただそのために第三者に妊娠、出産を依頼す

ることまで許されるか否かは、大きく意見が分かれるところである。憲法第

13 条により幸福追求権としてこれを主張できるのか、それは公序良俗に反し

ないのか、人間の尊厳を傷つけることにならないのか、等々、議論は続くであ

ろう。依頼者と代理懐胎者の間に合意があっても、生まれてくる子についての

責任を誰がどこまで負うのか、障害児が生まれた場合にも責任を全うできるの

か、など疑問点は多い。また、仮に代理懐胎を容認した場合、対象者をいかに

厳格に規定しても、妊娠･出産を他人任せにするような風潮が将来起こり得な

いとは言いきれない。 

我が国では、体外受精、顕微授精、凍結胚移植についての日本産科婦人科学

会による登録制度はあるが、追跡調査の点ではきわめて不十分であり、まして

代理懐胎を含めた第三者の関わる生殖補助医療については、非配偶者間人工授

精（artificial insemination with donor semen. 以下、「AID」という。）の

実施数が把握されているに過ぎず、詳しい実態は不明のままである。 

生殖補助医療、特に代理懐胎をめぐっては、多様な考え方や議論がある中で、

本委員会としては、代理懐胎は是か否か、という問いに単純な答えを出すので

はなく、むしろ医療、法律、倫理、生命科学など多方面にわたる専門家の立場

から論点を整理し、できるだけ多くの人々に納得される方向付けを行い、今後

国民的議論が展開されるきっかけを作るとともに、その判断材料を提供するこ

とを本委員会の任務と考えた。 

当初、委員の間では、代理懐胎を絶対禁止とするものから、条件付きで容認

すべし、さらには現状の法規制のない状態でよしとするなど、基本的な考え方

が大きく異なっており、禁止するとしても、法律によるのか、さらに刑罰を科

すのか、容認するとしても、条件は何か、どこまで認めるのか、など個々の具

体的な問題についても様々な意見があった。まず事態に対する共通の理解と認

識をもつために、法務省、厚生労働省からこれまでの行政における検討結果の

概要報告を受けた後、委員会としての基本方針を決定し、委員がそれぞれの立

場から各自の考えを発表して討論を重ねた。その後、各界外部有識者からのヒ

アリングを行い、代理懐胎施行医、外国でこれを行った依頼女性、不妊に悩む

女性など当事者の意見も聴き、さらに第三者的立場の専門家やマスメディア関

係者などからのヒアリングを行った。また厚生労働省による国民意識調査に関

して「代理懐胎を 54％の者が受け入れる」との報道があったことについても、

調査担当者から直接ヒアリングを行った。その他補足的な事項についてのヒア

リングも含め、諸外国における現状の把握にも努めた。そのような作業の後、

報告書原案の作成に入り、平成 20 年 1 月 31 日に日本学術会議主催公開講演会

（参考資料３参照）を開催して、報告書原案の概要を提示し、参加者との意見

交換も行った。参加者から書面で提出された質問、意見、アンケートの結果な

どについても本報告書作成の判断材料として斟酌した。 

以下は１年余にわたる検討内容と結論、そして提言である。 
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１ 報告書の背景 

 

(1) 代理懐胎とは 

代理懐胎とは、子を持ちたい女性（依頼女性）が、生殖医療の技術を用

いて妊娠すること及びその妊娠を継続して出産することを他の女性に依頼

し、生まれた子を引き取ることをいう。さまざまな事情で、依頼を受けた

女性が出産に至らない場合でも、その女性に妊娠が成立した段階で代理懐

胎なる行為が行われたとみなされる。 

代理懐胎には、サロゲートマザーとホストマザーという２種類の方法が

ある。サロゲートマザーは、一般に、夫の精子を第三者の子宮に人工授精

の手技を用いて注入して懐胎させ、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産

するものである。これに対し、ホストマザーは、一般に、妻の卵子を体外

受精で行われる採卵の手技を用いて妻の体外に取り出し、夫の精子と受精

させ、胚となったものを第三者の子宮に移植することによりこの第三者を

懐胎させ、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものである。 

なお、依頼女性・代理懐胎者以外の女性から提供を受けた卵子を用いる

場合もホストマザーと呼ぶが、妻以外の女性から卵子の提供を受ける場合

には卵子提供に関する諸問題も同時に論じなければならない。本報告書で

は、依頼女性である妻の卵子を用いるホストマザーについて主に検討する。 

 

(2) 生殖補助医療の進展とその波紋 

我が国では、60年前に初めて行われた、提供された精子を用いた AIDが、

以来男性側に起因する不妊症に対する治療として、十分な社会的議論のな

いままに続けられてきた。その後技術の進歩に伴い、昭和 58 年には体外受

精により、平成４年には顕微授精により、それぞれ我が国初の子が誕生し

てからは、これらが不妊治療の重要な手段として広く行われるようになっ

た。平成 17 年には全出生児の 1.8%が体外受精により出生している1。女性

の不妊については、日本人夫婦が渡米し米国人女性に夫の精子を人工授精

した代理懐胎や、米国人女性から卵子提供を受けた日本人夫婦が出産した

例が報道された。国内の例としては、平成 13 年以降、妹、義姉、母親によ

る代理懐胎が行われたと報道されている。 

一方で生殖補助医療の進歩は、親子関係をめぐって深刻な法的問題を生

み出し、国内で訴訟になった例としては、次の三件が注目を集めた。 

1）夫の死後に凍結精子を用いた体外受精により生まれた子が親子関係の

定立を求めて起こした訴訟では、最高裁が平成 14 年に嫡出親子関係を

認めない判断を、平成 18 年には非嫡出父子関係も認めない判断を下し

ている2。 

2）夫の精子と提供卵子を用い、卵子提供者とは異なる米国人女性の子宮

                                                  
1 全出生数は平成 18 年人口動態調査、生殖補助医療による出生数は日本産科婦人科学会調べに
よる。 
2 最決平成 14年４月 24 日判例集未登載、最判平成 18 年９月４日民集 60 巻７号 2563 頁。 
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を借りた代理懐胎により出生した子の嫡出子出生届が受理されなかっ

たことに対する不服申立てについて、平成 17 年に大阪高裁が依頼者と

子の間に母子関係は認められないとする決定を下し3、最高裁もこれを

是認している4。 

3）夫婦の精子と卵子を用い、米国人女性の子宮を借りた代理懐胎により

出生した子の嫡出子出生届が受理されなかったことに対する不服申立

てについて、平成18年に東京高裁が依頼者を母とする判断を示したが5、

最高裁は平成 19 年にこれを破棄し出産女性を母とする決定を下してい

る6。 

 

(3) 関係省庁、関連学会などによるこれまでの検討 

生殖補助医療に関する国内での対応に関しては、これまでに、法務省、

厚生労働省（旧厚生省を含む。）において検討がなされてきた。 

まず、厚生省厚生科学審議会先端医療技術評価部会生殖補助医療技術に

関する専門委員会が、精子・卵子・胚の提供などによる生殖補助医療を認

めるが、代理懐胎を禁止するとする「精子・卵子・胚の提供による生殖補

助医療のあり方についての報告書」（平成 12 年 12 月。以下、「専門委員会

報告書」という。）を提出した。 

この報告書を踏まえて、厚生労働省厚生科学審議会生殖補助医療部会が、

制度整備の具体化のための検討を行い、精子・卵子・胚の兄弟姉妹などか

らの提供の禁止や、提供者を特定できる情報まで含めて出自を知る権利を

認めることなどを内容とする「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医

療制度の整備に関する報告書」（平成 15 年４月。以下、「部会報告書」とい

う。）をとりまとめた。 

一方、法務省法制審議会生殖補助医療親子法制部会は、自己以外の女性

の卵子を用いた生殖補助医療について、出産した女性を母とすることなど

を内容とする「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生し

た子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」（平成 15 年７

月。以下、「要綱中間試案」という。）を公表した。 

しかしながら、現在のところ、これらの検討結果は法制化されるに至っ

てはいない。 

また、特に代理懐胎については、日本産科婦人科学会が会告「代理懐胎

に関する見解」（平成 15 年４月 12 日。以下、「会告」という。）において、

「代理懐胎の実施は認められない。対価の授受の有無を問わず、本会会員

が代理懐胎を望むもののためにこれを実施したり、実施に関与してはなら

ない。また代理懐胎の斡旋を行ってはならない。」としている。 

さらに、日本弁護士連合会においては生殖補助医療の法的規制の必要性

                                                  
3 大阪高決平成 17 年５月 20 日判時 1919 号 107 頁。 
4 最決平成 17年 11 月 24 日判例集未登載。 
5 東京高決平成 18 年９月 29 日判時 1957 号 20 頁。 
6 最決平成 19年３月 23 日民集 61 巻 2号 619 頁。 
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及び在り方の観点などから、日本医師会においては医学的、生命倫理学的

観点などから、それぞれ検討が行われ、意見表明がなされている。 

 

(4) 日本学術会議の取組み 

「(2) 生殖補助医療の進展とその波紋」で述べたように、生殖補助医療

の在り方や生殖補助医療により出生した子の法的地位については、以前か

ら多くの問題が提起されてきた。日本学術会議においてもこの問題をとり

あげ、平成４年 11 月４日に公開シンポジウム「生殖医療技術の進歩と生命

倫理」7を、平成 11 年２月 24 日に公開講演会「生殖医療と生命倫理」8を、

平成 16 年 12 月６日にシンポジウム「国境を越える生殖医療と法」9を開催

して、専門家による多角的な討議を行った。 

また生命倫理に関わる諸問題の重要性が年々増大することにかんがみ、

第 18 期には「生命科学の全体像と生命倫理」、第 19 期には「生命科学と生

命倫理：21 世紀の指針」の特別委員会を設置して検討し、それぞれ「生命

科学の全体像と生命倫理－生命科学･生命工学の適正な発展のために」（平

成 15 年７月 15 日）、「新たな生命倫理価値体系構築のための社会システム

―『いのち』の尊厳と『こころ』の尊重を機軸として」（平成 17 年８月 29

日）の対外報告を出している。二つの報告書には、いずれも、科学や技術

の暴走に歯止めをかけ、「生命倫理に関する国民の不信感」を取り除くため、

公的生命倫理研究機関の創設がうたわれている。 

 

(5) 諸外国の状況 

① 生命倫理と法 

生殖補助医療には、新たに生み出される生命の重さはもとより、生殖細

胞の人為的操作や配偶子提供者または代理懐胎者という第三者が関わる

ことの是非など、人間の尊厳に関わる生命倫理の根源的な問題が含まれ

ている。妊娠・出産にかかわる領域は、自然の摂理、生命の神秘に委ね

られるべきであって、人為的・技術的介入になじまないとする思想があ

る一方、実際の不妊治療の現場では、子を持ちたいという希望に応えて

生殖補助医療の利用が進んできたという現実がある。 

このようななか、各国は、技術利用の規制政策を立法化するに至る。そ

こではある種の価値選択が政策課題となり、法的・政治的規制の議論が

行われた。1978 年にイギリスで最初の体外受精児が誕生した後は、1990

年代初頭からイギリス10、ドイツ11など各国で法制化が進んだ。特に、1983

年から 10 余年にわたって検討を重ねたフランスでは、1994 年に三つの法

                                                  
7 日本学術会議泌尿生殖医学研究連絡委員会編『生殖医療技術の進歩と生命倫理』メジカルビュ
ー社、2003 年。 
8 「吉川弘之ほか『日本学術会議叢書 1 生殖医療と生命倫理―不妊の悩み、科学者たちの提言』
日本学術会議事務局・日本学術協力財団、1999 年。 
9 『学術の動向』編集委員会編『学術の動向』平成 17 年５月号。 
10 ヒト受精及び胚研究法（Human Fertilisation and Embryology Act 1990, HFEA）。 
11 胚保護法（Gesetz zum Schutz von Embryonen 1990）。 
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律からなる包括的な生命倫理法12が制定され、2004 年に法改正された後も、

たえず見直しの努力が続けられている。欧州連合でも、2000 年の基本権

憲章に生命倫理に関する規定が置かれ、リプロダクティブ・ライツ（性

と生殖に関する権利）や生命倫理の問題が、国際的・国内的法規制のも

とにおかれるようになりつつある。 

 

② 代理懐胎をめぐる規制の概況 

代理懐胎などの生殖補助医療に対する各国の規制の態様は、無規制、

医療者による自主規制、法令または判例によるものなど一様ではないが、

代理懐胎の許容性については次のような特徴が見られる13。 

ドイツ、イタリア、オーストリア、アメリカの一部の州などは代理懐

胎を全面的に禁止し、フランスは人体の尊重、不可侵性、不可譲性など

の原理の下で代理懐胎契約の無効、斡旋行為の禁止・処罰を定め、スイ

スは憲法によって禁止を規定している。これらの国・州では、代理懐胎

が行われた場合には、代理懐胎者を母とするのが一般的である。 

他方、イギリス、オランダ、ベルギー、カナダ、ハンガリー、フィン

ランド、オーストラリアの一部の州、アメリカの半数近い州14、イスラエ

ルなどでは、無償など一定の条件下であるにせよ、代理懐胎が容認され

ている。これらのなかには、アメリカの一部の州のように、生まれた子

を代理懐胎者ではなく依頼者の実子とする場合や、イギリスのように、

一度、代理懐胎者を母、依頼男性を父とした上で、裁判所における親決

定（parental order）手続を経て依頼夫婦の実子とする道を用意してい

る場合もある。 

                                                  
12 人体に関する法律(Loi N°94-653 du 29  juillet 1994 relative au respect du corps humain)、
臓器移植・生殖介助等に関する法律（Loi N°94-654 du 29 juillet 1994 rerative au don et à 
l'utilisation des éléments et produits du corps humain, l'assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal）、記号データに関する法律 (Loi N゜94-548 du le 
premier juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la 
recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)。 
13 詳細は、厚生労働省『代理懐胎に関する諸外国の現状調査報告書』平成 19年 11 月を参照。 
14 判例による場合も含む。なお、アメリカには連邦レベルでの規制はない。統一州法委員全国
会議(NCCUSL)により作成された「統一親子関係法(Uniform Parentage Act 2000)」（2002 年改訂）
では、代理懐胎を認める場合のための規定がおかれ、代理懐胎契約が有効と認められる要件、親
子関係確定の方法などが定められているが、採否は各州に委ねられている。 
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２ 審議の依頼と報告事項 

 

(1) 検討の基本方針 

法務大臣・厚生労働大臣連名の審議依頼を受けて、本委員会は、おおむ

ね以下の三点を検討を進める上での基本方針とした。 

1) 代理懐胎を中心に検討するが、それのみに限定するものではない。 

2) 議論の視点は、人権、特に子と親の権利・利益（福祉）に置きつつ、

基本的な原理や価値に配慮し、多面的・総合的に検討する。 

3) 結論を一つにまとめる必要はなく、複数の選択肢があってもよしとす

るが、それぞれの選択肢の利点、欠点、問題点を明らかにする。 

前述のように、現段階で存在する代理懐胎に関する規制は、日本産科婦

人科学会の会告のみである。そもそも我が国では代理懐胎について正確な

実態がほとんど明らかにされていないため、日本学術会議としては、我が

国の実態を少しでも把握すべく努力するとともに1、諸外国の状況をも参照

しつつ、代理懐胎に関するさらなる規制の要否及び在り方について検討を

行い、報告事項としてまとめることとした。 

 

(2) 夫婦の精子・卵子を用いた代理懐胎の許容性 

日本産科婦人科学会の会告が代理懐胎を禁止している理由は、次の四点

である。 

1) 生まれてくる子の福祉を最優先するべきである。 

2) 代理懐胎は身体的危険性・精神的負担を伴う。 

3) 家族関係を複雑にする。 

4) 代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない。 

また部会報告書もこれを禁止しているが、その根拠は、次の三点である。 

1) 人を専ら生殖の手段として扱う（人間の尊厳に反する）。 

2) 第三者に多大な危険性を負わせる。 

3) 生まれてくる子の福祉の観点からも望ましくない。 

他方、代理懐胎契約は、児童の売買又は取引の防止を求める「児童の権

利に関する条約」2第 35 条3の精神に反するという意見もある。さらに、依

頼者と懐胎者との間で、出生した子の引渡しの拒否、引取りの拒否などの

トラブルが起こる可能性が指摘され、実際に、かつては米国において訴訟

に発展したこともある。代理懐胎によって生まれてくる子の法的地位が明

確でないため、社会的環境、成育環境などが不安定になっているという側

面もある。 

本委員会は、以上の諸点を十分考慮しながら、禁止または許容する根拠

の妥当性を審議し、その結果を報告するものであるが、親子、特に母子関

                                                  
1 例えば、厚生労働省『生殖補助医療技術に関する意識調査集計結果の概要』平成 19 年 11 月な
どを参照した。 
2 平成元年 11月国連採択、我が国は平成６年５月 20 日批准。 
3「締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止する
ためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。」 
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係、さらに国外における代理懐胎の場合の国籍に係る問題についても、子

の法的保護の立場からその在り方を審議し報告する。 

なお、以下、特に断りのない場合、「代理懐胎」は日本人依頼夫婦の配偶

子を用いたホストマザーの方法を示すものとする。 

 

(3) その他の生殖補助医療の問題、特に出自を知る権利と卵子提供 

出自を知る権利は生殖補助医療によって生まれる子の権利として主張さ

れているが、一方で匿名性を守りたいとする親、提供者及び懐胎者の権利

の主張もあり、両者がぶつかり合う場面が想定される。既に長年にわたっ

て行われてきた AID では精子提供の匿名性が原則とされ、調査4によれば、

子に対する AID の告知は 80％の父親が「したくない」と考えている。 

この問題については、そもそも子に出自を知る権利を保障すべきか、子

がそれを有するとしたときに、親から子への告知がどのようになされるべ

きか、その権利を行使できる子の年齢の画定、開示請求権を有する者の範

囲、知ることのできる内容など、制度上明確にすべき多くの問題が存在す

る。 

本委員会ではこの問題についても検討を行ったが、代理懐胎とは異なる

視点から論考を深めるべきさらなる課題が少なくないことにかんがみ、本

報告書の報告事項としては示さないこととした。 

AID が、男性が自己の精子により妊娠を成立させることが不可能と考え

られる場合を対象とするのに対し、女性が自己の卵子による妊娠が不可能

と考えられる場合に採り得る手段が卵子提供による妊娠である。卵子提供

の対象となり得る女性には、先天的な性腺形成異常症や、早発卵巣不全、

化学療法による卵巣機能廃絶の例が考えられる。部会報告書は、優生思想・

商業主義を排除するという基本理念のもと、提供者の匿名性を原則として

この技術の実施を容認する立場をとっているものの、法制化には至ってお

らず、日本産科婦人科学会もこの技術の是非についての見解を示していな

い。このように明確な指針のない状況下で、我が国でも一部の医師によっ

て卵子提供が行われたり、生殖医療専門医の団体より姉妹・友人からの卵

子提供実施の要望書も提出されており、この技術についての許容性・指針

の検討も必要であると考えた。 

しかしながら、卵子提供の問題は他方の配偶子である精子提供、すなわ

ち AID についての検討と不可分であることから、出自を知る権利や兄弟姉

妹あるいは友人からの提供の是非についての検討と一括して審議すべきも

のと考え、今回の報告事項としては示さないこととした。 

本委員会としては、日本学術会議が、今後もこれらの問題について検討

を続ける必要があると考える。 

                                                  
4 「非配偶者間人工授精により挙児に至った男性不妊患者の意識調査」日本不妊学会雑誌 45 巻
３号 219～225 頁、2000 年。 
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３ 代理懐胎の問題点とその規制 

 

(1) 医学的側面から 

① 代理懐胎の医学的問題点 

ア 懐胎者へのリスクと負担 

我が国における妊産婦死亡率は、出産 10 万に対して 4.91であり、こ

の数値は世界に誇るべき周産期医療の高い水準を示している。ちなみに、

世界の妊産婦死亡率（推定）は出産 10 万に対して 400 である2。しかし

ながら、適切な医療介入がなければ死亡していた可能性のあった妊産婦

が、我が国において現在でもなお出産 10 万に対して約 420 の比率で存

在するという調査報告3もあり、死亡という結果以外を含めた危険性に

ついても注目しなければならない。 

正常に進行した妊娠・分娩であっても、悪阻など妊娠中の負荷が大き

いこと、また分娩後（産褥期）に、創部痛、血腫、感染症、痔、尿失禁、

産後うつ病、産褥乳汁漏出症、子宮下垂・脱など、多彩な障害が起こる

ことは珍しくない。これらの多くは一過性のものであるが、中には長期

にわたり継続する障害となる場合もある。また産褥期には、心内膜炎、

血栓症、産褥期心筋症、産褥期精神病など重篤な疾患が発症することも

あり、妊娠・分娩がその後の生活に大きく影響する場合があることも考

慮する必要がある。 

代理懐胎は、このようなリスクと負担を伴う妊娠･分娩を第三者であ

る懐胎者に課すものであり、この点が代理懐胎の直面する大きな問題の

一つである。 

さらに代理懐胎固有のリスクの有無についても検討を要する。代理懐

胎に関する報告で、妊娠・出産に伴う危険性が、通常の妊娠に比してど

のように変化するかに言及したものは極めて少ない。海外において、背

景の異なる研究を比較して、代理懐胎者の妊娠中の高血圧、異常性器出

血の頻度が通常の体外受精の場合よりも低いとする報告4があるが、科

学的信頼度の十分に高い比較研究とはいえない。この他、緻密な科学的

基盤に立った比較研究はほとんどなされていない。 

我が国においては、代理懐胎が会告を無視した形で一部の医師により

行われていることが報道されているが、詳細は明らかでなく、医学的デ

ータといえるものはほとんど存在しないに等しい。 

一方、自分以外の卵子による懐胎という点で医学的に共通点のある卵

                                                  
1「母子衛生研究会編『母子保健の主なる統計 2007 年版』母子保健事業団、2008 年。 
2 2000 年のデータ。Monitoring and Evaluation, Department of Reproductive Health and 
Research (RHR), WHO, Database update as of 31 July 2006. 
3 久保隆彦「妊産婦死亡を含めた重症管理妊産婦調査」、厚生労働科学研究費補助金 医療技術
評価総合研究事業『〈平成 18 年度 総括・分担研究報告書〉産科領域における医療事故の解析と
予防対策』26～40 頁、主任研究者：中林正雄、平成 19 年３月。 
4 Parkinson J, Tran C, Tan T, Nelson J, Batzofin J, Serafini P:  Perinatal outcome after 
in-vitro fertilization-surrogacy.  Hum Reprod 14(3):671-676, 1999. 
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子提供による体外受精に関する比較研究5によると、妊娠中の異常出血、

妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延、早産が、通常の妊娠に比べて

高い頻度でみられる。この原因として、懐胎者の性機能の不全、胎児が

懐胎者と遺伝的共通因子を全くもたないことによる不適合が考えられ

るであろう。後者の原因は代理懐胎においても同じである可能性が考え

られるので、上述の妊娠中の異常は、代理懐胎においても通常の妊娠よ

り高い比率で発症し得ると推定される。 

以上のように、代理懐胎における妊娠・出産が、固有の身体的危険を

有するか否かについて判断できる医学的データは、現在のところ存在し

ない。他方、卵子提供に由来する妊娠の異常と同じことが代理懐胎にお

いても生じることは推測できるが、これについても医学的データは十分

とはいえない。 

 

イ 胎児・子に及ぼす影響 
代理懐胎が胎児に及ぼす影響についても、明確な研究報告はほとんど

なく、不明な点が多い。 

近年、動物実験を含めた基礎的研究において、妊娠中の母体から子へ

の物質の移行にともない、移行物質の直接作用及び DNA 配列の変化を伴

わない遺伝情報の変化（エピジェネティック変異）により出生後の子の

健康状態に影響が及ぶことが示唆されている。特にエピジェネティック

変異による影響は、思春期以降に発現する生活習慣病など晩発的なもの

も少なくないことが指摘されており、長期間にわたる観察が必要な場合

が多い。また、ウィルスなどの病原体（未知のものを含む）による胎内

感染や母体を介した胎児の化学物質への曝露は既によく知られた事実

である。 

代理懐胎の場合には、これらの影響を懐胎者を介して子が受けること

になるが、具体的にどのような影響をどの程度受けるかについては、今

後の長期にわたる研究にまたねばならない。 

 

② 代理懐胎の医学的適応 

仮に代理懐胎を一定の医学的条件の下で実施するとした場合には、その

内容、特に、依頼女性と懐胎女性の範囲をどのようにすべきか、依頼女

性の医学的適応と懐胎女性の年齢制限が問題となる。 

 

ア 依頼女性の医学的適応 

代理懐胎の適応は、絶対的適応と相対的適応とに分けられる。絶対的

                                                  
5 Söderström-Anttila V:  Pregnancy and child outcome after oocyte donation.  Hum Reprod 
Update 7(1):28-32, 2001:  Abdalla HI, Billett A, Kan AK, Baig S, Wren M, Korea L, Studd 
JW:  Obstetric outcome in 232 ovum donation pregnancies.  Br J Obstet Gynaecol 
105(3):332-337, 1998:  Salha O, Sharma V, Dada T, Nugent D, Rutherford AJ, Tomlinson AJ, 
Philips S, Allgar V, Walker JJ:  The influence of donated gametes on the incidence of 
hypertensive disorders of pregnancy.  Hum Reprod 14(9):2268-2273, 1999. 
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適応となる女性は子宮を持たない女性であり、ロキタンスキー症候群の

ように先天的に子宮を持たない先天異常の場合と、何らかの疾患の治療

として子宮を摘出したことにより子宮の無い状態になった場合とがあ

る。依頼女性が絶対的適応に該当するか否かの判断は、それほど困難で

はない。 

しかしながら、子宮を有する女性の中にも、「自身で妊娠することが

不可能と考えられる女性」、「自身で妊娠した場合に、母子の一方あるい

は両方の生命が極めて危険な状態に陥ると考えられる女性」、「自身で妊

娠した場合に、生命に危険が及ぶほどではないが、その後の健康状態が

悪化すると考えられる女性」、「自身で妊娠した場合に、流産を繰り返す

女性」など、代理懐胎の適応とみなし得る女性が存在し、これを相対的

適応という（補注１参照）。絶対的適応の場合とは異なり、子宮を有す

る依頼女性が相対的適応に該当するか否かを、合理的な医学的根拠をも

って明確に定めることは極めて困難である。 

仮に医学的適応の範囲を定めたとしても、その範囲が拡大されたり、

自身で妊娠せずに子をもつことを希望する女性が代理懐胎を利用する

おそれも、否定することはできないであろう。 

 

イ 懐胎女性の年齢制限 

懐胎者の年齢が高いことにより妊娠中の異常が発生する頻度が増す

ことは、通常の妊娠において広く知られているばかりでなく、卵子提供

においても報告されている6。代理懐胎において比較的高齢の女性が懐

胎する場合には、高齢妊娠の要因により妊娠中の異常がさらに増加する

ことが予想される。我が国における 40 歳以上の妊産婦死亡率は 20 歳代

の妊産婦の約 10 倍という統計7がある。そのために、代理懐胎の実施を

認めるときには、代理懐胎者の年齢に上限を設定すべきであるという考

えもある。しかし、自然の妊娠が成立し得る年齢との整合性からは、こ

のような考え方には疑問がある。また、年齢因子は閾値をもつリスク因

子ではなく、連続性を有するリスク因子である。このような観点からみ

ても、一律に年齢制限を設けることについては、客観的な合理性のある

医学的根拠を挙げるのは困難である。 

 

(2) 倫理的・社会的側面から 

① 子、依頼者、懐胎者の権利・利益 

ア 依頼者及び懐胎者の自己決定とその限界 

倫理の基本原理の一つに自律（autonomy）があり、自己決定はこのな

かに位置づけられる。また、憲法第 13 条で保障される幸福追求権のな

                                                  
6 Soares SR, Troncoso C, Bosch E, Serra V, Simón C, Remohí J, Pellicer A:  Age and uterine 
receptiveness: Predicting the outcome of oocyte donation cycles.  J Clin Endocrinol Metab 
90(7):4399-4404, 2005. 
7 母子衛生研究会編『母子保健の主なる統計 2001～2005 年版』母子保健事業団、2002～2006 年。 
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かに自己決定権が含まれると考えられている。このため、一部では、代

理懐胎の依頼・引受けも、「権利」として認められなければならないと

いう主張がなされている。 

しかし、仮に、依頼者にこのような「権利」があるとしても、そもそ

も、そのような「自己決定」が、果たして自己の十全な意思で、完全に

自由な意思決定によってなされるかという問題がある。まず、一方で、

当事者双方が、単なる所有物の貸借や通常の労働とは根本的に異なる代

理懐胎という行為に随伴する心身の負担とリスク（「(1)①ア 懐胎者へ

のリスクと負担」参照）、子の引渡しの際の代理懐胎者の喪失感、両当

事者の心理的葛藤、子の誕生に至らない可能性など、起こり得ることと

その重い意味を常に十分に理解したうえで意思決定を行うか疑問であ

るとの指摘もある。他方で、文化的・社会的背景から独立した自己決定

はおよそありえないとしても、代理懐胎の依頼または引受けに際して、

自己の意思でなく家族及び周囲の意思が決定的に作用することも考え

られる。とりわけ、「家」を重視する傾向のある現在の我が国では、（義）

姉妹、親子間での代理懐胎において、このような事態が生じることが懸

念される。さらに、このようなことが繰り返されるときには、それが人

情あるいは美徳とされ、それ自体が一つの大きな社会的圧力にもなりか

ねない。 

さらに、意思決定をめぐる様々な圧力が排除され、十分な情報提供、

インフォームド・コンセントにより真の自己決定が実現される場合であ

っても、代理懐胎依頼・引受けの「権利」と衝突する他者の権利・利益

及び社会全体の利益が存在することも考慮しなければならない。 

第一に、何よりも、「子」という第三者の存在を無視することはでき

ない。代理懐胎が懐胎者という第三者にリスクを負わせる医療行為であ

ることから、同じくドナーという第三者の協力を得て、これにリスクを

負わせつつ行われる生体臓器移植との類似性がしばしば語られる。しか

し、代理懐胎をはじめとした第三者の協力を得て行われる生殖補助医療

では、契約を交わした当事者以外の、子という新たな人格が発生するこ

とが不可分であり、むしろそれが目的である。生殖補助医療と生体臓器

移植とが根本的に異なるのはこの点であり、出生した子の権利・福祉は、

代理懐胎依頼者・代理懐胎者の自己決定を超える問題である。 

第二に、妊娠・出産に伴う危険を見過ごすことはできない。代理懐胎

者がその危険を引き受けていたとしても、実際に、その生命身体に危険

が及んだ場合、日本の現状では、周囲の人々、そして社会、国に与える

衝撃は極めて大きいであろう。これらは、医療やカウンセリングをはじ

めとするケア体制の違いなどにとどまらず、社会における生殖補助医療

に対する見方を含む、広い意味での社会的、文化的背景とも密接に関わ

る問題であり、地域や国によっても大きく異なるのである。 

第三に、代理懐胎は、女性の身体の商品化につながる危険をはらんで
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いる点にも注目しなければならない。対価を伴う場合、それが代理懐胎

引受けの誘因となることも考えられ、国内外において、貧富の差を利用

した代理懐胎の斡旋及び依頼が行われることが予想される。平等の観点

からのみならず、富裕層による貧困層の搾取など新たな社会問題を発生

させかねないという観点からもその問題性が指摘されている。パターナ

リズム的観点からの介入が主張されるゆえんである。 

 

イ 子の福祉  

出生する子の福祉は、最大限に尊重されなければならない。生まれて

くる子は、当然のことながら、自己のこの世への誕生について意志を表

明することができず、また、あらかじめ自らの希望や利益を語ることが

できない。そうである以上、次世代に対する責任を負っている我々は、

最低限、代理懐胎で生まれたこと自体あるいはそれに起因する問題が子

の心身に与える影響について、慎重に検討しておく必要がある。 

第一に、胎児は子宮という逃れることのできない胎内環境に置かれた

後に出生する。特に、対価を伴う代理懐胎の場合には、病気などを秘し

て代理懐胎者となろうとする者が現れることも皆無とは言えないであ

ろう。胎児が母体からいかなる影響を受け、いかなるリスクを背負う可

能性があるか不明であることについては、「(1)②イ 胎児・子に及ぼす

影響」で述べたとおりである。 

第二に、AID で生まれた子ども達の声は、代理懐胎によって生まれる

ことが子に与える精神的負担が決して小さくないことを示唆している

とも考えられる。遺伝的には依頼夫婦の子である点で違いはあるとして

も、その出生の経緯それ自体またはその事実を隠そうとすることが子に

与える影響は、同様と想像される。特に、代理懐胎が営利目的のもので

あった場合には、たとえ、対価が妊娠・出産に対するものであったとし

ても、子は自分が売買の対象にされたと感じるかもしれない。また、代

理懐胎は、乳児期に子を産みの親から引き離すことになる。これは養子

の場合にも同じであると言われるが、当事者のみに委ねられる代理懐胎

契約においては、通常、裁判所の関与が予定されている未成年者の養子

縁組（民法 798 条、817 条の２）とは異なり、親としての適格性や子の

福祉について後見的な判断を経ることなく、はるかに容易にそれが行わ

れ得るのである。これらが、子の心身の発達、依頼夫婦との関係などに

与える影響についての研究は、世界的に見ても、まだ始まったばかりで

ある。これらの影響は、親子関係の在り方をめぐる歴史的、文化的背景

によっても異なると考えられるが、日本ではこのような研究の重要性が

認識されているとさえ言い難い状況である。 

第三に、より現実的な問題として、子の引渡し拒否、引き取り拒否な

どが生じることも考えられる。例えば、出生した子に障害がある場合な

ど、子の引取りを依頼者が拒否するおそれもある。この点について、代



 

 
 14

理懐胎契約時に明確に取決めがなされ、そのとおり契約が履行されたと

しても、契約締結時と出生後の現実の差に直面したとき、虐待その他さ

まざまな問題が、自然生殖の場合よりもより複雑化された形で表面化す

る可能性を否定し得ず、これは子の福祉を考えたとき最も憂慮すべき事

態である。すなわち、争いが生じたという事実自体、子に与えるダメー

ジが大きいのに加え、法的には、子の保護者を確定することができると

しても（「４ 代理懐胎による親子関係問題」参照）、それのみで愛情に

つつまれた子の成育環境の安定及び継続が保障されるとは限らないこ

とを忘れてはならない。 

 

② 生物学的秩序の問題 

生物学的観点からみると、生殖という行動は、すべての生物において

その生物種の存続のために最も重要な行動のひとつであり、多くの動物

にとって、生殖はその個体の生命を賭した行動である。哺乳類は、子を

産んだ後、親がその世話をするために子と共に生きるが、生殖年齢を超

えてなお生きることができるように進化したのは、ヒトのみである。 

哺乳類としてのヒトにとって、体外受精は、配偶子を体外で受精させ

る点において、すでに自然の生殖行動からの逸脱であるといえるが、代

理懐胎は、生殖行動のうちの多くの期間を占める妊娠から出産に至るす

べてを、それに内在する危険性や様々な負担とともに他者に肩代わりさ

せ、自身はいわば傍観者となってしまうという点において、本来の営み

としての生殖行動からの逸脱がさらに大きい。 

妊娠・出産は哺乳類における生殖行動の主要な部分であるが、出産後の

哺育という行動も哺乳類においては生殖行動の一部である。妊娠中に、

種々のホルモン分泌など内分泌系の変化が起こり、それに基づき母体に

肉体的・精神的にさまざまな変化が現れるが、これらはその後の哺育行

動への準備ともいえる。哺育行動の精神的基盤ともいえる母性も、内分

泌系の関与により、妊娠期間を通じて形成される。懐胎という状態が単

に分娩によって終了するのでなく、その後の行動へと繋がる一連の生物

現象であることを考える時、代理懐胎を行った場合の出生した子と依頼

者の関係のみならず、いわば役目を終えた懐胎者と依頼者に引き渡した

子との関係にも注意が払われなければならない。 

 

③ 医療倫理・医療の場での混乱 

代理懐胎は、従来の医師・患者の関係や医療倫理に異質なものをもたら

し、それらに混乱をきたすおそれがあることが指摘されている。 

通常の医療行為は、医療者と医療行為の対象者という二者間の関係の上

に成立するが、代理懐胎の場合には、この二者に加えて、代理懐胎依頼

者という第三の当事者が存在する。その結果、懐胎者にとって最良と考

えられる医療行為と依頼者の希望する医療行為とが必ずしも一致しない



 

 
 15

ことや、依頼者が希望する医療行為を懐胎者が承諾しないことが起こり

得る。医療者は、医療行為の対象者が意思を表明することが可能である

限り、その医療行為の対象者の希望に基づいて医療を行うはずである。

しかし、医療行為の対象者の希望と依頼者のそれとの間に不一致がある

場合、依頼者は単なる傍観者ではなく、医療行為に対して不適切な介入

をなす妨害者となり、その結果、医学的判断に基づき対象者の同意を得

て成り立つ医療行為の遂行が大きく歪められてしまうことも懸念される

（補注２参照）。 

代理懐胎で生まれる子に何らかの障害があり、それが妊娠中に診断され

た場合には、依頼者がその診断を受容し得るかが懸念される。依頼者が

懐胎者の妊娠を終了させる処置を希望することも考えられ、障害の程度

により、医学的には軽度の障害と判断される場合などは、医療者の判断

と一致しない可能性もある。子の障害には、先天的なもののほかに、妊

娠・分娩を契機として生じるものもあり、この場合には障害の原因を追

及する動きも加わり、問題がより複雑化する可能性がある。 

これらの諸問題を当事者の事前の契約のみで解決することは困難であ

ると同時に不適切でもあり、医療倫理の面からも問題がある。 

 

(3) 法的側面から 

① 規制の必要性 

「(1) 医学的側面から」、「(2) 倫理的・社会的側面から」で見たよう

に、代理懐胎には医学的にも、倫理的・社会的にも問題が存在する。人々

の利益の侵害を含む弊害の存在は、代理懐胎の問題を、単なる倫理の領

域を超えて、社会的規制の対象にすることを正当化し得るものである。

生命倫理に反する、自然生殖からの逸脱が大きい、医療の限界を超える、

公序良俗に違反する、などの理由は、それのみで社会の介入を正当化す

るものではないであろう。しかし、代理懐胎者の負担、その生命・健康

への重大な影響、出生した子に予想される精神的影響、医療者の裁量権

の侵害など、代理懐胎がもたらす弊害の存在を考慮する場合には、代理

懐胎を当事者間の契約や倫理の問題にとどめておくことはできない。リ

プロダクティブ・ライツ、家族形成権が存在するとしても、また、たと

え、純粋に博愛、利他、依頼者に対する共感などから、代理懐胎者とな

ることを希望する女性が存在するとしても、代理懐胎を、依頼者及び懐

胎者の自己決定や希望、医療者の配慮だけに委ねておくことは妥当では

ない。 

 

② 医療者による自主規制 

日本産科婦人科学会は、その会告によって、すべての代理懐胎の実施・

関与を学会員に禁止している（「１(3) 関係省庁、関連学会などによる

これまでの検討」）。これに対しては、女性には自分の遺伝子を受け継ぐ
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子を持つ「権利」があるのだから、以上のような医師団体による自主的

規制も不当であるという見解もあるが、前述のような観点から見るなら

ば、学会が倫理規範として自発的に定める会告で代理懐胎を規制してき

たことは妥当なことである。 

むしろ現在問われているのは、上記の会告だけで十分か否かである。 

これまでのところ、会告にあえて違反してまで代理懐胎を実行しようと

する医師は、ごく少数にとどまる。そのようなことから、学会による自

己規制をさらに強化することによって代理懐胎に対応すべきであり、そ

れ以上の措置を執るべきではないという意見もある。これは法の謙抑性

の観点からは、傾聴に値するものであろう。 

しかしながら、会告は日本産科婦人科学会の会員以外には拘束力を持た

ず、しかも、会告の強制力の担保は、学会による違反者の処分という学

会の内部的制裁のみである。日本医師会などの医師らの団体が任意団体

である我が国では、医師の自律的対応にこれ以上のことを求めることは

できない。現在の状態は、代理懐胎が自制されることなく実行される危

険性を、常にはらんでいる。医療者の自律を尊重し、このような危険を

甘受することも一つの考えではあるが、代理懐胎の問題は、既に、医療

者の自律とその責任に委ね得る段階を超えているものと考えられる。 

 

③ 法律による規制 

ア 行政倫理指針と法律 

代理懐胎を規制する場合にも、厚生労働省などの行政庁が定める行政

倫理指針で十分で、法律による必要はないという見解もありうる。すで

に我が国には、「遺伝子治療臨床研究に関する指針」8、「臨床研究に関

する倫理指針」9、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」10、「終

末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」11などが存在する。 

しかし、このような行政指針は、法律に基づかない行政指導の一種に

過ぎず、法的強制力を有し得ない。また、医療の範疇のみにとどまらな

い、倫理的、法的、社会的に重大な問題である代理懐胎の問題の政策決

定までも、行政にゆだねることは適切とは思われない。代理懐胎を規制

するなら、行政指導によるのではなく、国民の代表機関である国会が作

る法律によるべきであると考えられる。 

 

イ 法律による規制 

委員会では、自身で妊娠・出産が可能であるにもかかわらずこれを他

人に代わってもらおうとするだけの「便宜的代理懐胎」については法律

によって規制すべきであるとしても、全ての代理懐胎を法律で規制する

                                                  
8 平成 14 年 3月 27 日制定、平成 16年 12 月 28 日全部改正。 
9 平成 15 年７月 30 日制定、平成 16年 12 月 28 日全部改正。 
10 平成 18 年７月３日。 
11 平成 19 年５月。 
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ことには反対であるという意見もあった。それは、代理懐胎のもたらす

危険の最大のものは通常の妊娠・出産に伴う危険でありそれは代理懐胎

者が引き受けているものであるから法律による規制の理由とまでする

ことはできない、また、それ以外の危険の存在についても科学的根拠が

明らかでない、というものであった。 

しかし、以上で述べてきたように、前者の危険を懐胎者の自己決定に

委ねてしまうことはできない（「(2)①ア 依頼者及び懐胎者の自己決定

とその限界」参照）。また、後者の危険について確実な証拠がないこと

は確かであるが（「(1)① 代理懐胎の医学的問題点」、「(2)② 生物学

的秩序の問題」）、その危険性を推測することは合理的であるといえよう。

そうである以上、法律によらなければこのような危険な事態に十分対応

できないときには、法律による規制も許されるのである。 

医療に法が介入するときには、医療の自由を不当に制限することなく、

合理的に必要とされる範囲にとどめられなければならない。これまでは、

ともすると生命倫理秩序違反の一事によって法律の介入、ときには処罰

を要求する傾向があり、これには問題があったことは確かである。法と

倫理との同一視は避けなければならない。しかし、代理懐胎には、母体

を妊娠・出産の道具として提供する代理懐胎者という、現実的な被害を

受ける他者が存在するのであり、これは、法律による規制を正当化する

ものである。このことを考慮した上で、どのような法規制が合理的で妥

当であるかを、慎重に見極めながら検討されなければならない。 

 

ウ 生殖補助医療と法規制 

代理懐胎に関する法律は、それを生殖補助医療全体の枠組みの中で規

制する「生殖補助医療法」のようなものとすべきであろう。厚生労働省

の部会報告書の提案もこのようなものであった（「１(3) 関係省庁、関

連学会などによるこれまでの検討」参照）。一部にはより包括的な「生

命倫理基本法」の提唱もあるが、代理懐胎に関する立法の現実的な必要

性を考えるときには、法律は生殖補助医療に限定したものとすべきだと

思われる。生命倫理全体にわたる合意形成、それに基づいた法律を作る

ことは、その先の課題である。 

 

④ 刑罰によらない法規制 

ア 法規制と刑罰 

代理懐胎は法律によって規制すべきだとしたときにも、それは基本的

には、非刑罰的な法規制にとどめられるべきである。 

専門委員会報告書、部会報告書は、いずれも、「代理懐胎のための施

術・施術の斡旋」を「罰則を伴う法律」によって規制すべきものとした。

臓器売買の場合（臓器の移植に関する法律 11 条・20 条、刑法３条）の

ように、国民の国外犯を処罰することは提案されてはいないが、国外で
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行われる代理懐胎の斡旋行為を日本国内で行った者は処罰されること、

また、明示的に処罰の対象から除く規定を設けないときには、施術の斡

旋を依頼した者も斡旋行為の共犯として処罰される可能性が残されて

いることに注意しなければならない。 

しかし、代理懐胎には、代理懐胎者、出生した子に対する危険がある

としても、それは極めて高度のものであるとはいえない。また、一般の

犯罪のように人々に大きな害悪を与える行為ではない。このようなこと

を考慮するならば、すべての代理懐胎及びその関与行為を処罰すること

は広範に過ぎると考えられる。 

他方では、罰則のない法律であっても、その違反に対しては、以下の

ような有効な対応が可能なのであり、代理懐胎に対する法律的対応とし

ては、それだけで十分であると考えられる。また、刑罰を規定すれば代

理懐胎を完全に禁圧できるものでないことにも、注意しなければならな

い。代理懐胎を法律によって規制するときにも、「刑法の謙抑性」を基

礎としながら、合理的な対応を考えていかなければならない。 

 

イ 行政処分 

医師法は、医師が「医事に関し不正の行為」を行ったとき、あるいは、

「医師としての品位を損するような行為」があったときには、厚生労働

大臣が医道審議会の意見を聞いて、一定の処分を行うこととしている

（医師法７条２項・４項、４条）。代理懐胎を禁止する法律ができたと

きには、それに違反して代理懐胎を行った医師については、このような

処分を行うことになる。また、健康保険法によると、政令（健康保険法

施行令 33 条の３第２項）が指定する「国民の保健医療に関する法律」

の違反があったときには、厚生労働大臣は保険医の登録を取消すことが

できる（健康保険法 81 条６号、82 条２項）。現在、医師法、医療法、

薬事法などが政令によって指定されているが、政令が、代理懐胎を禁止

する法律を｢国民の保険医療に関する法律｣と指定することによって、違

反した医師の保険医の指定を取消すことが可能となる。 

現在のところ、上記二つの行政処分はそれほど積極的に行われている

わけではないので、将来は、それぞれの行政処分本来の趣旨に則って、

これらをより積極的に運用することを考慮すべきだと考えられる。 

 

ウ 代理懐胎を違法とすることによる効果 

「公の秩序又は善良の風俗」に反する契約は無効である（民法 90 条）。

代理懐胎を目的とする契約は、現在でもこれによって無効であるという

意見もあるが、代理懐胎が法律により違法とされたときには、たとえそ

の違反に罰則が規定されていなかったとしても、代理懐胎契約の公序良

俗違反性は一段と明確なものとなり、それが無効となることは明白にな

ると思われる。この場合には、依頼者からの代理懐胎に伴う費用の交付、
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懐胎者の妊娠の継続・出産、出生した子の依頼者への引き渡しなど、す

べての契約上の権利・義務が法的に存在しなくなるために、代理懐胎を

実行しようとする上では、一つの障害となろう。 

 

⑤ 営利目的による代理懐胎の処罰 

ア 代理懐胎が処罰されるべき場合 

以上のように、代理懐胎及びその関連行為については、法律は基本的

には、禁止はしても処罰まですべきではない。しかし、懐胎者の被る負

担において利益を得る行為の処罰、懐胎者を搾取する行為を処罰するこ

とは必要かつ合理的であると考えられる。 

また、国外において貧しい人々に経済的対価と交換に代理懐胎を依頼

するいわゆる「代理母ツーリズム」を阻止するためには、前述の臓器の

移植に関する法律が「臓器移植ツーリズム」にも対応しようとしたよう

に、代理懐胎を規制する法律は、国民の国外犯をも処罰することになろ

う。 

このように考えるときには、本報告書が直接の対象とする依頼夫婦の

配偶子を用いる類型の代理懐胎に限らず、それ以外の類型の代理懐胎、

例えば第三者提供卵子と夫の精子を用いる代理懐胎なども、営利目的を

もって行われる場合には、同様に処罰することになる。また、上述のよ

うに、代理懐胎者を搾取する危険があることが営利目的での代理懐胎を

処罰する趣旨である以上、施行医、斡旋者などの関与者は、すべて基本

的に処罰されることになる。しかし、代理懐胎者は妊娠・出産を負担し

た被害者であり、処罰の対象から除外されることになる。 

 

イ 依頼者の処罰 

委員会では、依頼者を処罰することに対して、消極的な意見もあった。

この意見は、代理懐胎を切望する依頼者の心情を考えるときには処罰は

過酷であり、外国の立法に依頼者を処罰の対象から除外するものがある

のもそのためであると説明する。また、依頼者を処罰すると、出生した

子が「犯罪者の子」、「犯罪（行為）によって生まれた子」になってしま

うということも指摘された。しかし、それに対しては、子を欲する者が

営利目的で行われる代理懐胎を依頼し他者の搾取に関与する権利はな

い、依頼者を処罰しないと上述の「代理母ツーリズム」を防止すること

もできなくなる、処罰の範囲を営利目的の代理懐胎に限定するときには

依頼者を除外する必要はない、などの反論がなされた。 

このようにして、本委員会は、なお議論の余地があることを認めなが

らも、営利目的での代理懐胎については、依頼者も処罰の対象とすべき

だという結論に至った。 
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⑥ 原則的禁止と試行的実施 

ア 部分的許容 

代理懐胎を認めるべきだとする意見の多くは、すべての代理懐胎は自

由化されるべきである、あるいは「便宜的代理懐胎」以外のものはすべ

て自由化すべきであるとまで主張するものではなく、自分の遺伝子を受

け継ぐ子を持つことを望む場合の最後の手段として行われる代理懐胎

だけを許容すべきであるというものである。 

しかし、以上のように限定された範囲であったとしても、代理懐胎が

懐胎者に与える心身の危険及び負担、胎児・出生した子に及ぼす影響、

母性の形成への障害、子の福祉の問題、医師の倫理的立場の混乱などの

弊害が完全になくなるわけではない。また、「(1)②ア 依頼女性の医学

的適応」で述べたように、代理懐胎の一部許容は全面解禁へとつながり、

「蟻の一穴による堤防の決壊」、「滑りやすい坂道の上に立つこと」にな

ることも危惧される。 

要するに、依頼者、代理懐胎者、医療者という当事者間の契約によっ

て、一定の範囲において、代理懐胎を自由に行い得るとすることは妥当

でないのであり、このような意味での「部分的許容」という考え方をと

るべきではない。 

 

イ 代理懐胎の試行的実施 

他方で、代理懐胎を、公的管理の下に厳格な要件を付けて限定的、試

行的に実施することは、考慮の余地があると思われる。このような方法

により、出生する子、代理懐胎者、依頼者の利益と福祉を最大限守りつ

つ、関係者及びその家族、さらには社会に対して、代理懐胎がどのよう

な結果をもたらすかを明らかにすることができる。また、子宮内環境が

着床や胚発生に及ぼす影響についての基礎的研究、周産期の母体と胎児

の管理、さまざまな疾患罹患者における妊娠の安全性確保、生まれた子

の心身に対する長期的影響などについても、科学的信頼度の高い情報が

得られるであろう。 

代理懐胎は、妊娠・出産に不可避的に伴うリスクと負担を代理懐胎者

に負わせるものである。これは、代理懐胎者が承諾していたとしても、

社会的にはそのまま認めてしまうことはできないものであり、このこと

が代理懐胎を禁止する重大な論拠であることはすでに述べたところで

ある（「(2)①ア 依頼者及び懐胎者の自己決定とその限界」）。しかし、

代理懐胎者が積極的に承諾し、公的機関が一定の要件の下でその実施を

承認するときには、これは社会も是認するものとなろう。他方では、日

本はもちろん国外においても、代理懐胎とそれによって生まれた子の心

身に対する長期的影響を含めた科学的信頼度の高いデータは少ない。そ

のような状況では、公的管理の下に、厳格な要件を付けて限定的、試行

的に代理懐胎を実施し、さまざまな分野の関係者が協力して、生殖補助
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医療としての代理懐胎を検証することが必要と考えられる。その結果を

まって、代理懐胎についての政策的判断を改めて下すべきである。 

以上のような「試行的実施」は臨床試験的色彩の強い行為であるため、

以下の条件を踏まえたものでなければならない。 

1)  実施前に公的倫理委員会に臨床試験の全貌をあらかじめ示し、そ

の承認を受けていること、 

2)  実施にあたっては、あらかじめ当事者にその臨床試験について十

分に説明し当事者の同意を得ていること、 

3)  当事者及び代理懐胎によって生まれた子のプライバシーが守ら

れること、 

4)  第三者によるデータ管理が行なわれること、 

5)  適切な時期に臨床試験の結果を公表し、第三者の評価を受けるこ

と、 

6)  実施中に当事者及び代理懐胎によって生まれた子に重大な事象

が生じた場合には速やかにそれを公表してその評価を受け、適切な

対応をとること。 

このような条件の下で行われる臨床試験においては、患者の権利と利

益を守ることが可能となる。これは、上記の、一定の要件の下で代理懐

胎の実行を当事者にゆだねるという「部分的許容」ではなく、公的管理

の下で、一定範囲での代理懐胎を実施することを意味する。このように

すれば、十分な議論もなく、代理懐胎がなし崩し的に拡大されてしまう

ことも防止し得ると考えられる。 

 

ウ 試行的実施についての制度設計 

代理懐胎を試行するとした場合には、上記の臨床試験として必要とさ

れる条件に加えて、さらにいくつかのことを考慮しなければならない。

例えば、法律に、それを実施し得る要件と手続きを明確に規定するばか

りでなく、出生した子の法的地位についても明確な規定が必要になると

考えられる。詳細は、立法に当たってさらに検討すべきことであるが、

以下に、現段階で指摘し得る限りの問題点を挙げる。 

要件については、少なくとも 

1)  絶対的適応に限り、そのことが厳格に審査されること、 

2)  懐胎者となる女性の心理的・身体的リスクができる限り抑えられ、

代理懐胎に伴う影響に対応し得る高度な医療やケアが懐胎者に提供

されること、 

3)  懐胎者となる女性が、代理懐胎のリスクについて十分に理解し、

あらゆる強制から自由な自己決定に基づいて、無償で懐胎者となる

ことに同意していること、 

4)  生まれてくる子の法的地位も含めて、子への配慮が十分に行われ

ること、 
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が必要である。これらを具体的にどのように定めるべきか、特に適応の

範囲など、すでにみたように（「(1)② 代理懐胎の医学的適応」参照）

困難な問題が多く存在する。 

さらに手続要件として、代理懐胎の試行的実施要件の存在を認定し、

実施の許可を与える公的な第三者機関を設置することが必要である。こ

れを代理懐胎を実施する医師にゆだねることは、医師に過当な責任を課

すことになり、社会的にも受け入れられないであろう。このような機関

の構成員は、医療・福祉・法律の総合的判断だけでなく、当事者のカウ

ンセリングも行うこととなり、産婦人科医、小児科医、看護師、法律家、

生命倫理学者のほか、遺伝カウンセラー、心理カウンセラーなどが必要

と考えられる。 

要するに、試行的にではあっても生殖補助医療を公的管理の下で運用

しようとするならば、その検証プロセスまで含めたシステム全体を慎重

に検討した上で構築しなければならないのであり、単純に代理懐胎の実

施要件だけを決めておけば足りるというものではない。 

我が国においては、代理懐胎に関する社会的なルールが未形成の状況

で、十分な医学的情報を提供しないままに、ごく一部の医師によって代

理懐胎が公然と実行されている。これは、既成事実が積み重ねられるこ

とによって、de facto にルールが形成されてしまう危険を持つもので

ある。これに対して、厳格な科学的管理と情報の蓄積を前提とする代理

懐胎の試行には、改善された科学的根拠に基づく代理懐胎の制度化の可

能性が展望されている。我々は、以上のような代理懐胎の試行的実施に

よって、代理懐胎問題に関する社会的に是認しうる倫理的規範を形成し、

生殖補助医療の健全な歩みに寄与することも可能になると考える。 

 

本章の結論 

1)  代理懐胎は、法律によって、原則として禁止すべきである。 

2)  代理懐胎の試行的実施（臨床試験）は考慮されてよい。その場合に

は、公的機関による管理の下で、法律の規定するところに従って行

うべきである。 

3)  営利目的による代理懐胎は、処罰すべきである。処罰の対象者は、

施行医、斡旋者、依頼者とし、代理懐胎者は対象者から除外すべき

である。
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４ 代理懐胎による親子関係問題 

 

(1) 子の法的地位確定の必要性 

通常の場合、女性が出産した子は、その女性の卵子に由来する子であり、

その女性が自分の子として養育することになる。しかし、依頼女性の卵子

を用いた代理懐胎の場合には、血縁上の母と養育（希望）者は一致するが、

分娩者はそれとは異なることになる。この場合の母子関係をどのように考

えるべきかが問題である。 

第３章において検討したように、代理懐胎は、原則として、法律をもっ

て禁止されなければならない。しかし、代理懐胎を禁止したとしても、代

理懐胎によって生まれる子が存在しうる以上、子の福祉という観点からは、

そのような子の法的地位を決定する方法を明確にしておく必要がある。 

 

① 代理懐胎禁止との関係 

代理懐胎を許容することは、依頼女性と生まれた子との間の母子関係を

認めることであり、禁止することは、それを否定することにつながると

考える傾向がある。例えば、要綱中間試案も、厚生労働省生殖補助医療

部会における代理懐胎禁止の方向をふまえ、依頼女性を母と定めること

は代理懐胎を許容するに等しく相当でないことを一つの理由として、懐

胎者を母とした。 

しかし、このように両者を連動させることは、必然ではないと考えられ

る。既に代理懐胎によって誕生している子の福祉という観点から見たと

き、子の与り知らぬ事情がその法的地位に影響を与えることを積極的に

肯定することは、子の犠牲の上に、親子関係の定め方を代理懐胎禁止と

いう「行為規制」の手段として用いるものという批判もあり得よう。 

そこで、本委員会では、代理懐胎の禁止という基本的立場から独立して、

代理懐胎によって生まれた子の法的地位について検討を行うこととした。 

 

② 最高裁平成 19 年３月 23 日決定 

最高裁平成 19 年３月 23 日決定1（民集 61 巻２号 619 頁。以下、「平成

19 年決定」という。）は、「現行民法の解釈としては」、分娩者を母と解さ

ざるを得ないとした上で、養育（希望）者であり、血縁上の母でもある

依頼夫婦を実親とした外国裁判所の裁判の日本における効力を否定した。 

この決定を支えている「現行民法の解釈」の一つに、いわゆる「分娩者

＝母ルール」を確立したと言われている、非嫡出母子関係に関する最高

裁昭和 37 年４月 27 日判決（民集 16 巻７号 1247 頁。以下、「昭和 37 年

                                                  
1 本決定の解説・評釈として、門広乃里子・法学セミナー増刊（速報判例解説 Vol.１）135 頁、
佐藤文彦・戸籍時報 614 号 51 頁、土谷裕子・ジュリスト 1341 号 165 頁、長田真里・法律時報
79 巻 11 号 45 頁、早川眞一郎・法律のひろば 61 巻３号 58 頁、村重慶一・戸籍時報 616 号 62 頁
などがある。原審（東京高決平成 18 年９月 29 日判例時報 1957 号 20 頁）については、岩志和一
郎・年報医事法学 22 号 207 頁、岡野祐子・平成 18 年度重要判例解説（ジュリスト 1332 号）304
頁、早川眞一郎・判例タイムズ 1225 号 58 頁、村重慶一・戸籍時報 611 号 53 頁などがある。 
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判決」という。）がある。民法典は、認知による非嫡出母子関係の定立（民

法 779 条・787 条等）を除き、母子関係定立に関する直接的な規定をおい

ていないが、この昭和 37 年判決は、民法 779 条等を空文化し、原則とし

て分娩者を母とする判例法を採用した。平成 19 年決定もこれに則り、依

頼女性を母とは認めなかった。ただし、同決定は、あくまでもこれは「現

行民法の解釈」であるという限定を付するとともに、「立法による速やか

な対応」を強く促している。 

 

(2) 生まれた子の法的地位2 

① 法律上の親子関係の意義 ― 実子と養子 

法律上の親子関係（母子関係・父子関係）は、子の保護者である親権者

を決めるものであるのみならず、子が取得する氏の基準になり、また、

親とされる者と子とされる者との間に相互の相続権、扶養義務などを生

じさせる。さらに、親子関係は、戸籍に記載され、国家に対する権利・

義務の基礎となる最も基本的かつ公益に深く関わる重要な身分関係でも

ある。 

この親子関係の類型として、民法典には、「実子」と「養子」の二類型

が規定されている。「実子」は、一般に、血縁を基礎とする親子関係であ

ると言われるのに対し、「養子」は、当事者の合意によって成立する（普

通）養子と、養親となる者の請求に基づき家庭裁判所の審判によって成

立する特別養子とに分けられる。（普通）養子制度では、養子縁組後も実

親との間の親子関係があわせて存続し、また養子と養親との協議による

離縁によって養親子関係の解消が認められる。他方、要保護児童の保護

を図るために実子に近い類型として昭和 62（1987）年に新設された特別

養子制度では、特別養子縁組により実親との間の親子関係が終了し、ま

た養親の側からの離縁請求による養親子関係の解消は認められない。実

子、養子、特別養子では、戸籍上の記載については違いが存在するが、

氏、親権、相互の相続権（相続分も含む）・扶養義務などの発生について

は、基本的に異なるところはない。 

 

② 民法に基づく法的地位の確定 

代理懐胎によって生まれた子は、民法典が想定していない子であるとし

て、民法典の親子類型を基に考えるのではなく、新たな類型を設けるべ

きであるという見解もあり得よう。確かに、民法典が成立した時代に、

代理懐胎によって生まれた子が存在していなかったことは事実である。

しかし、判例を含む民法は、歴史的にも、構造的にも、常にその成立時

                                                  
2 以下①～③は、日本人夫婦の依頼に基づき日本人代理懐胎者が日本において出産した子の親子
関係について、日本法が適用される場合を念頭に置いたものであり、関係当事者のいずれかが外
国人である場合には、別途検討を要することがある。とりわけ、法の適用に関する通則法によれ
ば、外国法が準拠法となる場合に関して、法の適用に関する通則法の解釈（公序規定も含む）に
よって対処するのか、それとも何らかの立法的措置をするのかについては、なお検討の余地があ
ろう。 
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には想像もできなかった事象に対応し得るものとして存在しており、ま

た、実際に対応してきたのであり、その理念・原則には普遍的な側面も

ある。また、特別養子制度を創設したときのように、特別の制度を必要

とするとも認められない。したがって、代理懐胎によって生まれた子の

親子関係についても、民法典に用意されている親子の類型の中で考える

べきであろう。 

 

③ 生まれた子と代理懐胎者、依頼夫婦との関係 

ア 生まれた子の実親子関係 

本委員会は、結論として、代理懐胎の場合であっても分娩者を法律上

の実母とすることが妥当であると考える。 

確かに、従来、「分娩者＝母ルール」は、分娩者が血縁上の母である

ことをその重要な論拠としてきた。この観点からは、第三者提供卵子に

よる妊娠・出産の場合には、血縁上の母でない女性が母とされ、依頼女

性の卵子を用いた代理懐胎の場合には、血縁上の母である依頼女性が母

とされないことは、不合理、不公平という考え方もある。 

もちろん、「血縁上の親子」関係と法律上の実親子関係とが一致しな

い場合があることは、民法典が本来的に認めるところであり（民法 776

条・777 条・782 条・783 条・785 条等参照）、判例もこのような民法の

立場を繰り返し確認している3。民法の実親子関係は血縁上の親子関係

を基礎にはするが、子に法律上の親を与える必要性、子の身分の安定な

どを考慮して決められるものであって、血縁関係をそのまま実親子関係

とするものではないのである。それでもなお、血縁上の母が不明である

場合はともかく、分娩者とは異なる血縁上の母の存在が知られ、かつそ

の血縁上の母が子を養育する意思を有する場合までも、従来の「分娩者

＝母ルール」が予定するところであるかは必ずしも明らかではないとい

う見方もあり得よう。 

そこで、改めて考えてみると、血縁関係の有無にかかわらず分娩者を

母とすることには、次のような長所があると思われる。 

第一に、分娩者を母とすることにより、子の誕生と同時に、外形的に

明白な事実によって、子の第一義的な保護者を、自然生殖によって生ま

れた子と同様、一律に確定することが可能となる。これに対して、遺伝

関係の医学的証明書に基づいて親子関係を決定するとした場合、子の誕

生の瞬間に何らの検査もなく母子関係を確定することは困難となる。分

娩者を母とすることには、常に確実とは言えない父子関係に対し、少な

くとも一人は、確実に子に保護者を与える意味もある。また、婚内子に

ついては、父子関係は母子関係を基準に決定する構造になっており（民

法 772 条参照）、母子関係には、父子関係に求められる以上の安定的か

                                                  
3最判昭和 30 年７月 20 日民集 9巻 9号 1122 頁、最判平成 18 年７月７日民集 60 巻６号 2307 頁

等。 
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つ確実な基準が求められるとも言えよう。 

なお、自然生殖の場合には分娩者を母としつつ、代理懐胎の場合には

血縁的なつながりのある卵子提供者を母とするという二元的な認定基

準を採用している諸外国では著しい混乱が生じていないとして、依頼者

の実母認定のための制度設計は不可能ではないとの意見もある。しかし、

実親子関係の持つ意味も含め、彼我では法律上の親子関係の在り方が同

一ではなく、日本において同様の制度を構築した場合に同様の結果がも

たらされるとは限らない点は注意が必要である。日本の現状では、基準

の一律性による生殖補助医療によって生まれた子の差別化回避及び法

的地位の安定という機能を軽視すべきではないと考えられる。 

第二に、「３(2)② 生物学的秩序の問題」において述べたように、哺

育行動の精神的基盤とも言える母性には、懐胎中に育まれる側面がある

ことから、懐胎・分娩者を母とすることに一定の合理性がある。 

第三に、分娩者を母とすることにより、代理懐胎者に責任ある懐胎・

分娩者であることを求めることになる。懐胎中の母体の身体的・精神的

状況及び生活環境は、胎児の発育に重大な影響を及ぼす。胎児の生命及

び発育に対して責任を感じ、その子の実親として引き受ける覚悟のある

者の胎内で９ヶ月間過ごすことは、よりよい胎内環境での発育という観

点からも望ましい。 

以上の諸点を考慮すると、代理懐胎の場合であっても自然生殖の場合

と同様、分娩者を母とすべきであり、代理懐胎者が法律上の実母という

ことになる。 

 

イ 生まれた子と依頼夫婦との間の養子縁組 

本委員会では、代理懐胎禁止を実効的なものとするために、代理懐胎

によって生まれた子と依頼夫婦との間に、養子縁組も含めて一切の親子

関係を認めるべきではないという見解も主張された。実際、そのような

取り扱いをする国も存在する。 

しかし、代理懐胎禁止と親子関係との連動を必然としないという観点

からは（「(1)① 代理懐胎禁止との関係」参照）、子に対して強い愛情

を抱き、また、将来にわたる子の養育を担うに相応しい者に、最終的に、

親としての権利を与えるというよりは、むしろ責任を負わせることは、

子の福祉にかなうとも言える。したがって、代理懐胎によって生まれた

子と依頼夫婦との間に、養子縁組または特別養子縁組によって法的親子

関係を定立することを認めるべきだと思われる。具体的には、代理懐胎

者を法律上の実母とした上で、代理懐胎者が、分娩後、子に対する責任

及び権利を放棄することを望み、他方で依頼夫婦がその子について養育

の意思を有する場合には、乳幼児の段階で、子の福祉の観点に立った家

庭裁判所の判断を介して、依頼夫婦との間に養子縁組または特別養子縁

組による親子関係の定立を認めることになろう。 
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なお、依頼者の意思による養親子関係の切断が認められない点で、子

にとってより望ましい特別養子縁組については、「監護が著しく困難又

は不適当であることその他特別な事情がある場合において、子の利益の

ために特に必要があると認めるとき」（民法 817 条の７）などの要件が

あるが、代理懐胎者夫婦には養育の意思がないのが通常であることなど

を考慮すれば、この要件は解釈上の障害にはならないと考えられる。 

 

④ 外国において生まれた子の法的地位 

ア 親子関係 

日本人夫婦が渡航して代理懐胎を依頼し、外国人代理懐胎者から生ま

れた子の親子関係については、外国裁判所の裁判などがない場合には、

日本の国際私法（法の適用に関する通則法）が定めるところにより決定

される。したがって、日本法が適用され（法の適用に関する通則法 28

条・29 条）、依頼女性と代理懐胎によって生まれた子との間には、実母

子関係が認められないことになる。 

実際には、日本人夫婦の渡航先は、代理懐胎によって生まれた子を裁

判などを経て依頼夫婦の実子とすることを可能としている国・州である

ことが多い。そして、外国裁判所の命ずるところにより発行された依頼

夫婦の実子とする出生証明書を添付した嫡出子出生届が提出され、受理

されているという。しかし、平成 19 年決定は、「民法が実親子関係を認

めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は，我が

国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものであり、民訴法

118 条３号にいう公の秩序に反する」として、そのような裁判の日本で

の効力を否定した。 

他方、平成 19 年決定の補足意見が示唆するように、日本において代

理懐胎によって生まれた子の場合（「③イ 生まれた子と依頼夫婦との

間の養子縁組」）と同様、養子縁組または特別養子縁組による、依頼夫

婦と代理懐胎によって生まれた子との間の法的親子関係定立は、認めら

れるべきである。 

日本人夫婦が代理懐胎によって生まれた外国籍の子を養子とする場

合、日本法が準拠法となる（法の適用に関する通則法 31 条 1 項前段）。

そのため、特別養子縁組の場合には、養子となる者の「父母」の同意が

必要となる（民法 817 条の６）。さらに、養子となる者の本国法がその

者または第三者の承諾・同意、または公的機関の許可などを要求してい

る場合には、その要件をも備えなければならない（法の適用に関する通

則法 31 条 1 項後段）。未成年者を養子とする際には、実親の同意を必要

とする国・州が多いため、代理懐胎契約との関係なども含めて特別養子

縁組が可能であるか疑問の余地もあるとされている。しかし、子の福祉

の観点から、事実上、代理懐胎者が同意することができない場合には、

特別養子縁組の成立を認めるという解釈も十分あり得よう。 
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イ 国籍問題 

国籍は、人が特定の国の構成員であるための資格である。日本国籍を

有する者は、日本国憲法をはじめとする諸法令にしたがう義務を有する

一方、出入国及び居住の権利、参政権、社会保障受給権などを与えられ

る。また、日本国籍取得は、戸籍登載の要件であり、身分関係に関する

本国法主義の基礎にもなっている。このように、国籍は、社会生活にお

ける各種の関係において極めて重要な意義を有する。 

日本の国籍法は、伝統的に血統主義を採用しており、現在では、一般

に、原則として日本人の法律上の実子に日本国籍が与えられると考えら

れている。そのため、外国人が代理懐胎者である場合、代理懐胎によっ

て生まれた子と日本人である依頼夫婦との間に実親子関係が認められ

ない以上、国籍の生来取得は困難となる4。 

これに対して、養子縁組または特別養子縁組によって、依頼夫婦と代

理懐胎によって生まれた子との間の法的親子関係が定立された場合に

は、帰化による日本国籍取得の可能性がある。現行法の下では、（普通）

養子縁組、特別養子縁組を問わず、１年間の日本国内での居住が要件と

されている（国籍法８条２号）。現状では、子の福祉の観点から、養子

縁組を成立させ、国籍の取得についてはこのような帰化制度によって対

応すべきであろう。 

 

(3) 代理懐胎を試行的に実施する場合 

代理懐胎の許容性と代理懐胎によって生まれた子の法的地位との連動が

必然ではないことは、「（1）①代理懐胎禁止との関係」で述べたとおりであ

る。したがって、代理懐胎を試行的に実施する場合（「３(3)⑥ 原則的禁

止と試行的実施」参照）であっても、代理懐胎者を母とする原則の修正に

は慎重でなければならない。 

 

本章の結論 

1） 代理懐胎によって生まれた子の母は、分娩者とすべきである。 

2） 代理懐胎によって生まれた子と依頼夫婦との間に、養子縁組または

特別養子縁組により法律上の親子関係を定立することは、認められ

るべきである。 

3） 外国に渡航して行われた代理懐胎についても、1）、2）に準じて考

えられるべきである。 

4） 代理懐胎の試行的実施が考慮される場合であっても、原則として1）、

2）と同様に考えられるべきである。 

                                                  
4 ただし、日本人父による胎児認知（民法 783 条１項、法の適用に関する通則法 29 条）が有効
に行われた場合及びこれに準じる場合（最判平成９年10月17日民集51巻９号3925頁参照）は、
日本国籍の生来取得が可能となる。 
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５  提言 
 

我が国においては、代理懐胎の実態は客観的に把握されておらず、その安全

性、確実性、さらに生まれた子の長期予後などは不明であり、医学的情報は欠

如しているといってよい。一方で妊娠・出産という身体的・精神的負担やリス

クを代理懐胎者に負わせるという倫理的問題や人間の尊厳に関わる問題、母子

関係をめぐる法的側面などについて巷間様々の議論があるものの、社会的な合

意が得られているとは言い難い。これまで行政庁や学会、専門家による検討も

進められてきたが、法制化には至っておらず、そのような中で代理懐胎が一部

の医師により進められており、また渡航して行われる事例も増加している。 

本委員会では、本報告書に記載のような１年３ヶ月にわたる検討を続けてき

た結果に基づいて、以下のことを提言する。 

 

（1） 代理懐胎については、現状のまま放置することは許されず、規制が必要

である。規制は法律によるべきであり、例えば、生殖補助医療法（仮称）

のような新たな立法が必要と考えられ、それに基づいて当面、代理懐胎は

原則禁止とすることが望ましい。 

 

（2） 営利目的で行われる代理懐胎には、処罰をもって臨む。処罰は、施行医、

斡旋者、依頼者を対象とする。 

 

（3） 母体の保護や生まれる子の権利・福祉を尊重するとともに、代理懐胎の

医学的問題、具体的には懐胎者や胎児・子に及ぼす危険性のチェック、特

に出生後の子の精神的発達などに関する長期的観察の必要性、さらに倫理

的、法的、社会的問題など起こり得る弊害を把握する必要性にかんがみ、

先天的に子宮をもたない女性及び治療として子宮の摘出を受けた女性（絶

対的適応の例）に対象を限定した、厳重な管理の下での代理懐胎の試行的

実施（臨床試験）は考慮されてよい。 

 

（4） 試行に当たっては、登録、追跡調査、指導、評価などの業務を公正に行

う公的運営機関を設立すべきである。その構成員は、医療、福祉、法律、

カウンセリングなどの専門家とする。一定期間後に代理懐胎の医学的安全

性や社会的・倫理的妥当性などについて十分に検討した上で、問題がなけ

れば法を改正して一定のガイドラインの下に容認する。弊害が多ければ試

行を中止する。 

 

（5） 親子関係については、代理懐胎者を母とする。試行の場合も同じとする。

外国に渡航して行われた場合についても、これに準ずる。 
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（6） 代理懐胎を依頼した夫婦と生まれた子については、養子縁組または特別

養子縁組によって親子関係を定立する。試行の場合も同じとする。外国に

渡航して行われた場合についても、これに準ずる。 

 

（7） 出自を知る権利については、子の福祉を重視する観点から最大限に尊重

すべきであるが、それにはまず長年行われてきた AID の場合などについて

十分検討した上で、代理懐胎の場合を判断すべきであり、今後の重要な検

討課題である。 

 

（8） 卵子提供の場合や夫の死後凍結精子による懐胎など議論が尽くされて

いない課題があり、また、今後、新たな問題が将来出現する可能性もある

ので、引き続き生殖補助医療について検討していくことが必要である。 

 

（9） 生命倫理に関する諸問題については、その重要性にかんがみ、公的研究

機関を創設するとともに、新たに公的な常設の委員会を設置し、政策の立

案なども含め、処理していくことが望ましい。 

 

（10）代理懐胎をはじめとする生殖補助医療について議論する際には、生まれ

る子の福祉を最優先とすべきである。 
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むすび 
 

日本学術会議が法務大臣と厚生労働大臣の連名による審議依頼を受けて設

置した本委員会は、1 年３ヶ月にわたり、総計 17 回の委員会を開催して、代

理懐胎を中心に、生殖補助医療について検討を続けてきた。発足当時は、委員

の間の意見の違いは大きく、その後も鋭く対立したこともしばしばあり、報告

書などまとめられずに委員会は解体するのではないか、と懸念する声すらあっ

た程であるが、多くの意見の違いを乗り越えて、不十分ながらこのような報告

書を出せることになった。代理懐胎については、すでにヨーロッパ諸国では

10 年、あるいは 15 年前から立法化もされ、対応策が確立しているのに比較し

て、我が国ではその面での後進性が痛感されるところである。 

現時点での本委員会の結論は、代理懐胎を全面的に禁止するのではなく、試

行として実施する道を残した。一定期間後に、その結果の医学的、倫理的、法

的、社会的な側面からの評価をまって最終判断を下すこととした。この結論に

は必ずしも全員の意見が一致したわけではなく、個人的には絶対禁止の立場を

崩さぬ委員もおり、他方で、もう少し広く容認すべきだと考えている委員もい

る。少数意見はそれぞれ本文中にも書き込まれている。しかしながらそのよう

な意見の多様性こそが問題の難しさを物語っているのであり、また代理懐胎を

学術的に捉えた現時点での真の姿を反映していることに他ならない。 

倫理や道徳のギリシャ語･ラテン語の語源は「習慣」であるといい、医療の

倫理も万古不易ではなく、時代とともに、また技術の進歩とともに変わり得る

ものであろう。しかしながら代理懐胎は単に医療技術の問題ではなく、人間存

在に対する、あるいは生命倫理における最も根源的な問いかけを含んでいる。

これを医学的、倫理的、法的、社会的な側面から捉えて、今後も真摯な論考は

続けられねばならない。特に生殖細胞を操作することの後世へ及ぼす影響につ

いても、深い洞察が必要である。 

この報告書が、一人でも多くの国民が代理懐胎を含む生殖補助医療について

関心を寄せる契機となり、問題の深刻さを理解する上で役立ち、社会的合意に

向けて一歩でも近づくことを期待すると同時に、さらに国会の場で幅広い議論

が展開され、必要な立法化へ向けて準備が開始され、国を挙げて問題解決に向

けて動き出すことを心から念願してむすびとしたい。 
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補注 

 

補注１：相対的適応の事例（11 頁） 

「自身で妊娠することが不可能と考えられる女性」： 

・ ターナー症候群のように先天的に子宮の発達不良があり、たとえ卵子の採取が

成し得たとしても自身の子宮での妊娠継続が困難と考えられる者 

・ 体外受精に至るまでの不妊治療を尽くしても妊娠が成立せず、受精、卵割、胚

盤胞形成は認められるものの、着床過程以降に異常があると考えられる者 

「自身で妊娠した場合に、母子の一方あるいは両方の生命が極めて危険な状態に陥ると

考えられる女性」： 

・ 複数回の開腹手術、特に子宮筋腫核出や帝王切開など子宮への切開の加わる手

術の既往があり、妊娠により子宮破裂などを起こすおそれのある者、または起こし

た既往のある者 

・ 重症の心疾患や膠原病などに罹患しており、医学的にみて妊娠することが許可

されない者 

・ 加齢により難産となることが予測される者 

「自身で妊娠した場合に、生命に危険が及ぶほどではないが、その後の健康状態が悪化

すると考えられる女性」： 

・ 糖尿病や腎疾患などに罹患しており、妊娠により病勢の進行が予測される者 

「自身で妊娠した場合に、流産を繰り返す女性」： 

・ 習慣流産の女性のうち、胎児側の原因を除いた、免疫学的要因、子宮形態異常

など母体側の原因による者 

 

 

補注２：懐胎者と依頼者の利益・希望の不一致の事例（15 頁） 

 

・ 懐胎者の妊娠中の合併症のために、妊娠を終了させざるを得ないと判断されるよ

うになった時の、その処置施行の可否及びその時期の決定。全ての妊娠週数のもの

を含み、特に妊娠 22 週を過ぎた直後の超低出生体重児の出産が見込まれる場合に

最も深刻になると予測される。 

・ 出産に際し帝王切開術が適応と考えられる例に対する、その施術の可否及びその

時期の決定。特に、緊急を要する場合に問題となるであろう。 
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用語の説明 

 

医師法 

医師の試験、免許、業務上の義務、医道審議会などについて定めた法律。弁護士法が、

弁護士会という専門職能の身分組織を定めているのに対して、医師法にはこれに相当

する規定はなく、医師自身による自己統治の機能は弱い。医師法改正により、医道審

議会が一部強化され戒告処分などが付加されたが、厚生労働省による行政処分の域を

出てはいない。 

 

AID（artificial insemination with donor semen） 

非配偶者間人工授精に同じ（43 頁参照）。 

 

営利の目的、営利目的 

財産上の利益を得る目的のことをいう。法律は、しばしば、営利目的があるときに初

めて行為を処罰し（成人の営利目的等誘拐（刑法 225 条）など）、あるいは刑を加重す

る（営利目的での覚せい剤輸入等（覚せい剤取締法 41 条２項）など）。これは、営利

目的で行為が行われるときには行為者に対する非難可能性が高まり責任が高まること

を理由としていると言われることもあるが、現在では、この目的があるときには、行

為が営業的に行われることになり、被害の範囲が大きくなるからだという見解が有力

である。営利目的があれば、行為者が代理懐胎者の負担において財産上の利益を得る

という、搾取の範囲が広がる危険性が高いから、「営利目的による代理懐胎」だけを処

罰の対象とすべきだという本報告書の立場も、このようなものである。 

 

エピジェネティック変異 

遺伝的(ジェネティック)には同一であるにもかかわらず、発生（エピジェネティック）

の過程で起こる表現型を変える変異のこと。遺伝子 DNA のメチル化や、DNA 分子を支

えるヒストン分子のメチル化やアセチル化により、遺伝子発現に変化が起こると考え

られる。発生過程以前で既に起こっている遺伝的変異に比べ、高頻度にみられること

が明らかになりつつあり、最近では医学的にも重視されている。 

 

懐胎者 

妊娠する女性。代理懐胎の場合、これまでの母親に当たる役割が、依頼女性、卵や受

精卵の提供者、妊娠・出産（分娩）を引き受ける女性、養育（希望）者などに分かれ

る。代理懐胎者はこのうち妊娠・出産を引き受ける女性にあたり、議論や契約の場で

は、懐胎者という概念が必要になる。 

 

借り腹 

かつては学会や国の報告書などは慣例的に、ホストマザーを「借り腹」と表現した。

しかし、女性差別的な意味合いから逃れられないため、代理母出産と表現し、代理懐

胎一般の中で論じるようになっている。 
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行政処分 

行政機関が、個人や法人に対して、法規に基づいて特定の権利、行為を制限したり、

義務を負わせたりすること一般を指す言葉として用いられる。先端医療に関する規制

の議論では、医道審議会による処分の決定や健康保険医などの資格の制限などを意味

することが多い。 

 

契約 

対立する２個以上の意思表示が合致して成立するもの。民法典は、売買契約、雇用契

約、請負契約、賃貸借契約など 13 種の典型的な契約について個別に規定を設けるとと

もに、無効・取消し原因（錯誤による無効、詐欺による取消し、公序良俗違反による

無効など）、人・法人（当事者）、時効など、それらに共通する事項をまとめて規定し

ている。 

 

健康保険法 

被雇用者（労働者）とその被扶養者のための健康保険制度を定めた法律。これに対し、

自営業者などは国民健康保険法が定める国民健康保険の加入対象となる。医師がこれ

らの保険料の不正請求などを行うと、法律に基づいて返還を求められ、保険医指定の

制限や取消しの処分を受けることがある。 

 

顕微授精 

乏精子症や精子無力症など男性側に原因があり、通常の体外受精では受精が成立しな

い不妊症に対する治療法であり、精子を一個だけ極小ピペットで吸引し、卵子の細胞

質内に直接注入する方法（intracytoplasmic sperm insertion: ICSI）が一般的であ

る。平成４（1992）年に、ベルギーで初めてヒトで成功して以来、今日では頻繁に行

われるようになっている。射精された精子だけではなく、精巣上体や精巣に存在する

精子でも、また凍結された精子でも同じように受精させることができ、妊娠・出産さ

せることが可能である。 

 

公序良俗 

公の秩序とは国家及び社会の一般的利益を、また、善良な風俗とは社会の一般的な道

徳観念を意味するが、両者を区別することに実質的な意味はなく、また、公序良俗の

内容は時代によって変わり得る。民法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活

においてはその自由が尊重される。しかし、これを無制限に認めると社会の秩序が乱

されるおそれがあるため、民法 90 条は、個々の強行法規に違反しない場合であっても、

公序良俗に反する法律行為を無効としている。 

 

幸福追求権 

一般には、日本国憲法第 13 条後段に規定されている「生命、自由及び幸福追求に対す

る国民の権利」を意味し、新しい人権概念を導き出す論拠とされる。憲法制定後の社
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会的情勢の変化に伴い、この条項を根拠に、例えばプライバシー権、名誉権、自己決

定権、環境権（日照権や静謐権）などが主張されるようになった。ただし最高裁判所

が明示的に認めているのは、肖像権や人格権など一部にとどまっている。 

 

高齢妊娠 

日本産科婦人科学会では「35 歳以上の初産婦を高年初産婦」とし、また WHO（世界保

健機関）は、35 歳以上の初産、40 歳以上の妊娠を高齢妊娠と定義している。加齢とと

もに妊娠・出産でのリスクが増す。このリスクには、例えば 40 歳以上では生まれてく

る子の染色体異常の率が有意に高くなる、高齢であるといわゆる難産が多くなるなど、

母児両者に対するものが含まれており、これに見合ったケアが必要になる。 

 

採卵 

排卵誘発剤を注射して、卵巣の卵子を成熟させ、排卵直前に体外に取り出すこと。超

音波像で卵巣を確認しながら、卵の入った卵胞に採卵針を刺して卵胞液ごと吸い出し、

顕微鏡でチェックして成熟卵を得る。排卵誘発剤の副作用で、卵巣過剰刺激症候群に

罹る場合もある。 

 

サロゲートマザー（surrogate mother, traditional surrogacy, partial surrogacy） 

代理懐胎のうち、代理懐胎者の卵子に由来する受精卵により妊娠・出産する方法。一

般には、妻が何らかの事情で妊娠できない場合に、第三者の女性に夫の精子を用いて

人工授精し、妊娠を成立させて子どもをもうける場合を指す。夫の精子と代理懐胎者

の卵子による子であるため、遺伝的には夫婦のうち夫の遺伝子のみを受け継ぐ子を得

ることになる。世界的にみると、代理懐胎はサロゲートマザーとして始まっている。 

 

子宮筋腫核出 

子宮筋腫の患者の治療法の一つで、子宮全摘出ではなく、筋腫だけを取り除き、子宮

は残す方法。妊娠、出産を望む人にはこの方法が望ましいが、最近は、子どもを生み

終わった患者にも核出術を採用する場合も多い。ただし、発見が困難な小さな筋腫は

摘出しきれないことが多く、数年後に再発の危険を残すことになる。 

 

子宮形態異常 

子宮形態異常には、先天性の子宮奇形と子宮筋腫などの後天的な原因によるものがあ

る。子宮奇形はその形態から多岐に分類されているが、弓状子宮や中隔子宮が多く、

双角子宮や重複子宮の例は少ない。子宮奇形を有する女性は、流早産を繰り返すこと

が多く、子宮形成術の適応となることがある。しかし、単角子宮や重複子宮は手術の

適応とはならない。中隔における血流の異常によって流産が起こると考えられている。 

 

子宮内胎児発育遅延 

胎児・胎盤・母体・その他の原因で子宮内での胎児の発育が著しく遅れたり停止する

例であり、臨床的には妊娠週数に相当する標準（推定）児体重の－1.5SD または－2SD
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未満の場合をいう。この中には、病的ではなく家系的に小さい胎児も含まれる。全妊

娠の３～７％に認められる。妊娠早期から発育に異常をきたし、身長・頭部のサイズ

がともに小さく形のバランスのとれた低体重児と、妊娠中・後期以降に発症し、頭部

の大きさの割に体重の少ない低体重児がある。最近は、small for gestational age 

infant (SGA 児)という用語が使用されることが多く、この語の定義は、身長、体重と

もに妊娠週数の平均値の 10 パーセンタイル未満の児である。 

 

子宮破裂 

妊娠している子宮本体に起こる裂傷で、分娩時に起こることが多い。突発的で大量の

腹腔内出血と腟からの出血を伴い、母子ともに死亡する可能性がある。ただちに、大

量の輸血と母体の緊急手術が必要になる。全妊娠の約 0.1％に起こっている。 

 

自己決定権 

一般には、広く自己に関することについて自ら決定する権利を指す。現在では、生き

方や生活など一定の個人的事柄について、公権力から干渉されずに自ら自由に決定す

る権利は、憲法第 13 条の幸福追求権の内容をなすと解されており、憲法学や法哲学の

領域で議論の的となっている。憲法学では家族の形成・維持やリプロダクションに関

わる事柄が含まれるとされるが保障範囲は必ずしも明確ではない。医療の場合、患者

の権利の最重要な一つとして自己決定権があり、これを保障するための手続きがイン

フォームド・コンセント（情報を与えられた上での同意）であると考えられている。 

 

実子 

民法では、実親子の子を実子、養親子の子を養子と言う。実子は、血縁関係にある子

がほとんどであるが、血縁関係にない子が含まれることもある。母子関係は、判例上、

母の出産によって認められるが、父子関係については、妻の産んだ子は嫡出推定によ

って夫との間に父子関係が認められ、妻ではない女性が産んだ子は父が認知すること

によって父子関係が生じる。原則として嫡出子においては、夫が出生後１年以内に提

訴する嫡出否認訴訟によらなければ嫡出父子関係は否定されない。虚偽出生届によっ

て届け出られた子も、長年月経過したあとは、その親子関係を覆すことが権利濫用と

されることがあり、その場合も実子の身分が確定する。 

 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

平成元（1989）年に第 44 回国連総会において採択され翌年に発効した条約で、児童の

基本的な人権について国際的標準を示し、各国政府が負うべき義務を明らかにしたも

の。54 条からなり、18 歳未満の者すべてを対象とし、子どもを保護の対象とするだけ

でなく、権利の主体と考え、生存の権利、思想の自由、社会保障や教育を受ける権利

などを定め、これらがいかなる差別も受けず、尊重されるよう規定している。我が国

では平成６（1994）年に国会で承認された。 
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習慣流産 

続けて３回以上流早産を繰り返し、生児が得られないことを指す。原因としては、子

宮内腔異常、免疫学的異常、夫婦の染色体異常、感染症、内分泌異常が考えられてい

る。最近は、結婚、妊娠の高齢化にともない、２回続けて流産した場合（反復流産）

にも、習慣流産に準じた検査、治療をする傾向にある。 

 

出自を知る権利 

一般に、自分のルーツ、親などを知る権利のこと。 児童の権利に関する条約第７条第

２項は「児童は・・できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利

を有する｣と定めるが、この条項が、養子や生殖補助医療によって生まれた子に生物学

的親を知る権利を保障することを求めるものであるかは争いがある。日本では、従来、

AID で用いられる提供精子は匿名を原則としてきたが、生物学上の親を知る権利を認

めるとなると、生まれてきた子が精子提供者の個人情報にアクセスできるようになる。

スウェーデンやスイスではこれが法律によって保障されているが、親が子に告知する

ことが少なく、行使された例はなお皆無に近い。 

 

人工授精 

精液を、経膣的に女性の子宮内に注入し妊娠を成立させること。元来、乏精子症など

による不妊症の夫婦への治療に用いられていたが、精子の凍結保存が一般化するにと

もなって、がん治療のための精子保存や、第三者の精子を用いる人工授精、代理懐胎

（サロゲートマザー）の場合にも用いられるようになった。 

 

生殖補助医療 

不妊症の診断、治療において実施される人工授精、体外受精・胚移植、顕微授精、凍

結胚、卵管鏡下卵管形成などの、専門的であり、かつ特殊な医療技術の総称である。

かつては絶対不可能とされた難治性不妊の治療にも成果をあげている。生殖補助医療

は、それ以外の治療では妊娠が望めない人たちに対して選択肢を広げることになるが、

一方で狭義の治療の概念を逸脱することになり、治療との線引きが曖昧になっている。 

 

絶対的適応 

一般に、臨床医学において、患者に対してある処置を行うことによって患者が何らか

の利益を得られることがほぼ確実と認められている場合に、その患者はその処置の適

応（indication）がある、または、その処置の適応症例である、という。本報告書で

は、欧州生殖医学会（ESHRE）が代理懐胎の対象となる例に対して用いている absolute 

indication の日本語訳として「絶対的適応」という語句を用いた。何らかの原因によ

り子宮を持たない女性が、代理懐胎における絶対的適応に属する。子宮を持たないこ

とから、本人に妊娠が成立する可能性が皆無であることが明らかであるということが、

「絶対的」という意味である。 
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相対的適応 

本報告書では、欧州生殖医学会（ESHRE）が代理懐胎の対象となる例に対して用いてい

る relative indication の日本語訳として「相対的適応」という語句を用いた。補注

1 に挙げた女性が、代理懐胎における相対的適応に属する。子宮を有しており、妊娠

が成立するか否かが障害の程度により異なり、また、担当医師により判断が異なる余

地のあることが、「相対的」という意味である。 

 

ターナー症候群 

染色体異常の一つで、正常女性の性染色体が XX であるのに対し、X染色体が一本しか

ないことによる一連の症候群のこと。本症の X 染色体異常の最小共通核型は X 染色体

短腕の部分欠失である。頻度は、女児 1000～1500 人に一人とされ、症状としては、低

身長、翼状頸、後頭部毛髪線低位、手背や足背の浮腫、外反肘などの外表奇形、大動

脈縮窄症や馬蹄腎などの内臓奇形、原発性腺機能低下症などである。 

 

体外受精（体外受精・胚移植：in vitro fertilization - embryo transfer: IVF-ET） 

不妊治療の一つで、通常は体内で行われる受精を体の外で行わせること。採卵した成

熟卵を培養液中で精子と受精させ、分裂を開始した胚を子宮内に移植する方法が主流

で、正確には体外受精・胚移植(IVF-ET)という。卵管閉塞の場合や、人工授精までの

治療法によっても妊娠に至らなかった場合の治療として用いられる。精子に受精障害

がある場合には顕微授精を行う。我が国の IVF-ET の妊娠率は 20％前後である。昭和

53（1978）年に世界で初めて体外授精児がイギリスで生まれた。日本では昭和 58（1983）

年に成功して以来、新鮮胚移植・凍結胚移植・顕微授精により現在までに合計約 15 万

人が生まれている。多くの胚を子宮内に戻せば妊娠率は上がるが、多胎妊娠になって

母体や胎児に負担をかける結果ともなるため、一度に子宮へ戻す胚は一個とすること

が望ましい。 

 

代理懐胎 

イギリスのウォーノック委員会報告は、代理懐胎を、出産できない女性のために出産

後に子を渡す約束で子を妊娠すること、と定義しており、これが広く用いられている。

世界的には、サロゲートマザーから始まったが、現在では、ホストマザーが広く行わ

れており、日本で主に議論されているのも後者である。 

 

代理母ツーリズム 

子どもを持ちたいと欲する、主に欧米先進国の夫妻が、卵子提供を受けたり、代理懐

胎者を得る目的で、東ヨーロッパ、ロシア、タイ、中国、インドなどへと出かけて行

くケースのこと。英文メディアでは、代理懐胎者をインドで求めたイギリス人夫妻の

例などが紹介されており、インドでは、イギリス国内で代理懐胎を依頼した場合に支

払いが認められている必要経費の３分の１程度で可能と言われる。 
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嫡出子 

法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。これに対し、法律上の婚姻関係

がない男女間に生まれた子は嫡出でない子（非嫡出子、婚外子）と呼ばれ、その間に

区別がある。嫡出でない子は、民法 779 条によって、その父または母が認知すること

ができるとされている（母については、判例上、分娩によって母子関係が生じるとさ

れているため、この条文は死文化している）。認知されていれば相続権があるが、民法

900 条４項によって法定相続分は嫡出子の半分となる。 

 

着床 

卵管膨大部と呼ばれる卵管の卵巣側の端まで泳ぎ着いた精子は、そこで卵子と受精し、

受精卵は卵管を通って子宮内へたどり着いて、子宮内膜に接着し包含されるが、これ

を着床と言う。受精から着床までは約一週間かかる。受精卵は遺伝的には半分が精子

由来であるため、着床は免疫学的に例外的な現象である。 

 

超低出生体重児 

出生時の体重が、1500g 未満の場合を極低出生体重児、1000g 未満の場合を超低出生体

重児と呼ぶ。超低出生体重児は、呼吸窮迫症候群、無呼吸発作、脳室周囲白質変性症、

貧血、黄疸、低血糖、動脈管開存症、くる病、などの合併症に罹りやすく、また未熟

児網膜症がみられることもあり、特別のケアが必要となる。本症の約半数は持続的に

酸素の必要な慢性肺疾患を合併し、重症例では成長障害、神経発達障害のリスクが高

い。 

 

凍結胚移植 

体外受精の過程で良質の胚が多数得られた場合に、これを凍結保存し、次回以降の周

期に解凍して移植する方法。胚の凍結・解凍の技術は確立されており、この技術で生

まれてくる子に異常が生じた事例は現在のところ報告されていない。得られた胚を凍

結せずに採卵した周期で胚移植することを特に区別して新鮮胚移植と呼ぶことがある。 

 

特別養子 

貧困や捨て子など、実親による養育が困難で子の利益とならない場合に、養親が実の

親同様に子を養育するため、昭和 62（1987）年に新設された養子の類型（民法 817 条

の２～817 条の 11）。従来の養子は、これに対して普通（一般）養子と呼ばれることが

ある。特別養子縁組では、実親との親族関係が断ち切られる。戸籍上も、養親との関

係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることがわかりにくくなってい

るが、民法 817 条の２による裁判に基づく入籍である旨が記載され、戸籍を遡れば実

父母が誰であったかを知ることができる。原則として６歳未満の未成年者の福祉のた

め特に必要がある場合に家庭裁判所の審判によって認められる。離縁は審判によるが、

養親側からの離縁請求は認められない。 
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人間の尊厳 

人間は他のいっさいの価値を超える存在であることを意味し、明確な定義はない。悲

惨なナチ体験などを踏まえ、第二次世界大戦後に改めてうち立てられた概念で、ドイ

ツ憲法（基本法）では、その第１条で、これは不可侵であり、これを尊重し保護する

ことは国家の義務であると定めている。 

 

妊産婦死亡率 

女性の直接の死因が妊娠・出産によるものであった場合を妊産婦死亡と言い、妊産婦

死亡の割合を出産数 10 万あたりでみた数値を、妊産婦死亡率と言う。世界的には、死

産を除いた出生数 10 万を分母とすることが多く、その場合、日本の平成 17（2005）

年の妊産婦死亡率は 5.8（分母に死産を含める場合には 5.7）で、アメリカの 10.0（平

成 12（2000）年)、ドイツの 3.7（平成 13（2001）年)、イギリスの 6.0（平成 14（2002）

年)と比較して先進国の中でも良好な状態にある。 

 

妊娠高血圧症候群 

妊娠に特有の高血圧症候群で、子宮動脈が何らかの要因によって収縮し、高血圧とな

ることに伴う諸症状のこと。腎血流が低下すれば蛋白尿、浮腫などが、肝血管が攣縮

すれば肝機能障害が生ずる。日本産科婦人科学会の周産期委員会の定義・分類による

と、妊娠 32 週未満に発症するものを早発型、32 週以後に発症する場合を遅発型とい

う。旧称は、妊娠中毒症。 

 

胚移植 

体外で受精させた受精卵を、多くの場合、８分割したまでの胚の段階で子宮に戻す操

作のこと。多胎妊娠を避けるため、子宮に戻す受精卵の数は２個まで、できれば１個

とすることが望ましい。 

 

胚盤胞 

卵子が精子と受精後、受精卵の分割が進んで５日程度たった胚のこと。着床率を上げ

る目的で、着床寸前の状態になった胚盤胞にまで分割させてから戻す方法もある。事

実、普通の胚移植より胚盤胞移植の妊娠率は一般に高めである。 

 

パターナリズム 

父親主義（父権主義）、父親的温情主義とも訳される。元来、未成熟な子どものために

いろいろ世話を焼く父親やそのような心情のことをさすが、国家などの強い立場のも

のが弱い立場の個人を保護する名目で、干渉・介入する場合などの意味にも用いられ

る。医療倫理の分野では、自分で決めずに専門家にゆだねる態度や、専門家が考えを

おしつける態度を示す表現として用いられ、自己決定権の尊重という観点から批判の

対象となっている。もっとも、医療のような専門的領域では、パターナリズムを拭い

去るのは現実的ではない面もある。 
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晩発的 

原因となる刺激に曝露したり、原因となる事象が発生してから、それらに起因する変

化または効果が発現するまでの潜伏期が長期にわたる現象を形容する語。この場合の

潜伏期は、数ヶ月から数十年に及ぶものまであり、臨床医学上発現する症状・障害に

は、悪性腫瘍、生活習慣病など、悪性のものや慢性のものが多い。 

 

判例 

広義には、裁判所の過去の判決を指すが、狭義には、最高裁判所の判決のうち、先例

となって後の裁判を事実上拘束するものを指す。判例によって形成された（法）規範

は、判例法と呼ばれ、民法などの成文法を補い、また、ときにこれに代わる力を持つ

こともある。判例は、社会、学説状況の変化などの影響をうけて、最高裁判所の大法

廷において変更されることもある。 

 

非配偶者間人工授精（artificial insemination with donor semen：AID） 

第三者から精子の提供を受け、人工授精により妊娠する方法。日本では昭和 23（1948）

年に初めて行なわれて以来、今日までに１万人以上がこの方法で誕生したと推定され

る。精子提供は匿名を原則として行われているが、生まれてきた子の出自を知る権利

を保障すべきだとする議論もある。日本産科婦人科学会は平成９（1997）年に「非配

偶者間人工授精に関する見解」をまとめ、この技術を追認する方向性を示した。 

 

「分娩者＝母ルール」 

子を出産（分娩）した女性を法律上の実母とする原則。民法典では、嫡出母子関係に

ついては規定がなく、非嫡出母子関係については認知によって生じると規定している。

しかし、戸籍実務は明治初年以来一貫してこの原則に立って出産した母の戸籍に出生

した子を記載することとしており、最高裁昭和 37 年４月 27 日判決が民法の解釈とし

てこの「分娩者＝母ルール」を確立した。平成 19 年３月 23 日最高裁決定、及び法制

審議会が平成 15 年にまとめた生殖補助医療関連親子法制部会の要綱中間試案は、分娩

者が血縁上の母ではない場合であっても、この原則を採用すべきとの立場をとる。 

 

哺育 

乳を飲ませ子を育てること。人間を含む哺乳類特有の行動で、これにより母子の間に

強い絆が生まれ、子の側も母との深いつながりの中で情操が刺激されると考えられる。 

 

ホストマザー（host mother, IVF surrogacy, full surrogacy） 

代理懐胎のうち、代理懐胎者以外の女性の卵子に由来する受精卵により妊娠・出産す

る方法。一般には、自分の子宮による妊娠が不可能な妻の卵子とその夫の精子を体外

受精させ、その受精卵を代理懐胎者の子宮に移植し出産させる場合を指す。ただし、

卵子を依頼女性・懐胎女性以外の第三者から、さらには受精卵を他のカップルから譲

り受ける場合もホストマザーと言う。 
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養子 

養子縁組ないしは特別養子の審判によって人為的に親子関係を発生させたときの子。

これによって設定された親子関係当事者をそれぞれ養親、養子と呼ぶ。養子は、養親

の嫡出子としての身分を得ることになり、嫡出子と同一の相続権などを持つ。 

 

リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利） 

妊娠中絶・受胎調節など性と生殖に関する女性の自己決定権を意味する広い概念。国

家・男性・医師・宗教などの規制や社会的圧力から自由になり、女性が生涯にわたっ

て身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを保障するために主張された。平

成６（1994）年、カイロの国際人口開発会議で採択され、自己の生殖をコントロール

する権利や、リプロダクティブ・ヘルスケアへの権利が含まれると解されている。後

者との関連から、我が国では、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(「性と生殖に関す

る健康と権利」)のように用いられることが多い。 

 

臨床試験 

薬や手術などの治療効果を判定する、より有効な治療法を開発するなど、臨床上の問

題を解決するために人を対象にして治療行為（医学的介入）を行い、その効果を主と

して疫学的手法を用いて明らかにする研究のこと。臨床試験の成果は患者へ直接反映

されるため、近年その重要性が一段と増している。臨床試験では被験者（参加者）の

尊厳及び人権が最大限に尊重されなくてはならない。被験者の同意を得ることや個人

情報が守られることはもちろん、臨床試験の全貌をあらかじめ被験者に明示しておく

ことや有害事象発生時には速やかに適切な対応をとるなどの体制を構築しておくこと

が求められている。臨床試験の実施前にはあらかじめ所属機関の第三者から構成され

る倫理委員会にて臨床試験の全貌を明らかにし、その承認を得なくてはならない。臨

床試験実施時に研究者が遵守すべき規範が「ヘルシンキ宣言（1964 年）」や「臨床研

究に関する倫理指針（平成 15 年厚生労働省告示）」に策定されている。 

 

ロキタンスキー症候群 

メイヤー・ロキタンスキー・キュスター・ハウザー症候群の短縮表現。遺伝子の上で

は女性であるが、子宮頸部、子宮、卵管、膣などを先天的に欠損している症候群。こ

の場合、卵巣は正常だが、子宮が発達しないという稀な状態になる。 
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参考資料 

 

 

参考資料１ 審議経過 

 
日本学術会議 生殖補助医療の在り方検討委員会 審議経過 

（開催日と主な議題。【 】内は説明者名。肩書きは開催当時のもの。） 

 

平成 18 年 12 月 21 日 日本学術会議幹事会（第 30 回） 

・ 「生殖補助医療の在り方検討委員会」設置 

 

平成 19 年１月 17 日 委員会（第１回） 

・ 委員長、副委員長、幹事の選出 

・ 本委員会趣旨説明 

・ 法務省及び厚生労働省における審議状況等について 

 

平成 19 年２月 22 日 委員会（第２回） 

・ 医療面から見た生殖補助医療についての現状と課題 【吉村委員】 

 

平成 19 年３月 28 日 委員会（第３回） 

・ 世界の生殖補助医療に関する法制度 【厚生労働省】 

・ 法制面から見た生殖補助医療についての現状と課題 【西幹事】 

 

平成 19 年４月 24 日 委員会（第４回） 

・ 倫理・人権面から見た生殖補助医療についての現状と課題 

 【加藤委員、辻村委員】 

 

平成 19 年５月 11 日 委員会（第５回） 

・ 判例から見た生殖補助医療についての現状と課題 【水野委員】 

・ 海外事例等から見た生殖補助医療についての現状と課題 

－渉外的事例の処理から見た生殖補助医療について 【佐藤委員】 

  －外国の生殖補助医療の制度と実態について 【米本委員】 

・ 医療を通じて子どもの立場から見た生殖補助医療の現状と課題 

 【五十嵐委員、水田委員】 

 

平成 19 年６月 22 日 委員会（第６回） 

・ 生物学から見た生殖補助医療の課題 【室伏委員】 

・ 生殖補助医療に対する日本産科婦人科学会の対応と変遷 

及び医学的見地からみた代理懐胎の問題点 【久具幹事】 

 

平成 19 年７月 23 日 委員会（第７回） 

・ 生殖補助医療についての現状と課題 

① 医の倫理からみた生殖補助医療についての現状と課題 

【青野 敏博 徳島大学学長】 
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② 「女性の視点」からみた生殖補助医療 

【江原 由美子 首都大学東京都市教養学部教授】 

③ 宗教・文化的側面からみた生殖補助医療 

【島薗 進 東京大学人文社会系研究科教授】 

④ 生まれてくる子からみた生殖補助医療についての現状と課題 

【松尾 宣武 国立成育医療センター名誉総長】 

 

平成 19 年８月 24 日 委員会（第８回） 

・ 当事者からみた生殖補助医療についての現状と課題 

① 代理懐胎施術医の立場から 

 【根津 八紘 諏訪マタニティークリニック院長】 

② 代理懐胎依頼女性の立場から（１） 【髙田 亜紀 氏】 

③ 代理懐胎依頼女性の立場から（２） 【説明者名非公表】 

④ 生殖補助医療で生まれた子の立場から 【説明者名非公表】 

 

平成 19 年９月 28 日 委員会（第９回） 

・ 生殖補助医療に関する検討にかかわってきた関係者からみた論点と課題 

① 日本医師会の視点から 【森岡 恭彦 日本医師会参与】 

② 日本弁護士連合会の視点から 

【光石 忠敬 日本弁護士連合会人権擁護委員会】 

③ メディアの視点から 【青野 由利 毎日新聞社論説委員】 

④ 法制審議会の視点から 【野村 豊弘 学習院大学法学部教授】 

・ 報告書のとりまとめについて 

 

平成 19 年 11 月６日 委員会（第 10 回） 

・ 配偶子・胚の提供の現状について 【吉村委員】 

・ 公開講演会について 

・ 報告書の構成案とその検討 

 

平成 19 年 11 月 28 日 委員会（第 11 回） 

・ 生殖補助医療に係る意識調査及び諸外国の現状調査等の結果について 

【山縣 然太郎 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授、 

武藤 香織 東京大学医科学研究所准教授】 

・ 報告書の論点整理 

 

平成 19 年 12 月 13 日 委員会（第 12 回） 

・ 出自を知る権利について 

 【二宮 周平 立命館大学法科大学院教授】 

・ 報告書の論点整理（第３章後半部分と第４章） 

 

平成 19 年 12 月 26 日 委員会（第 13 回） 

・ 国際私法、国籍法の観点から 【櫻田委員】 

・ 報告書の論点整理（第４章） 
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平成 20 年１月 18 日 委員会（第 14 回） 

・ 報告書の論点整理（第４章の残り） 

・ 報告書（案）について 

 

平成 20 年１月 30 日 委員会（第 15 回） 

・ 報告書（案）について 

 

平成 20 年２月 19 日 委員会（第 16 回） 

・ 報告書（案）について 

 

平成 20 年３月７日 委員会（第 17 回） 

・ 報告書（案）について 

 

 

日本学術会議科学と社会委員会を経て、日本学術会議幹事会（第 56 回）（平

成 20 年４月８日）において、承認。 
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参考資料２ 審議付託 

 
 

府 日 学 第 １ ９ ８ 号  
平成１９年１月１７日 

 
 
 生殖補助医療の在り方検討委員会 

委員長 鴨 下 重 彦   殿 
 
 
 
                  日本学術会議 
                    会長 金 澤 一 郎 公印省略 
 
 
 
 

生殖補助医療をめぐる諸問題に関する審議について（審議付託） 
 

標記について、別紙のとおり依頼がありましたので、貴委員会での検討をお願いいたし

ます。 
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別紙 
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参考資料３ 公開講演会プログラム 

 
 

日本学術会議主催公開講演会 
「生殖補助医療のいま－社会的合意を求めて－」 

 
 
日時 平成２０年１月３１日（木）１３：００～１８：００ 
会場 日本学術会議講堂 
主催 日本学術会議 
後援 法務省、厚生労働省、日本弁護士連合会、日本医師会、日本産婦人科医会、 

 日本医事法学会、日本生命倫理学会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会、 
 日本小児外科学会、日本医歯薬アカデミー 
 

開催趣旨  

生殖補助医療の在り方や生殖補助医療で生まれた子供の法律上の扱いについて

は、これまでも多くの議論がされていますが、最近は、明確な方向付けをするべ

きという声が高まっていると指摘されています。日本学術会議は、こうした状況

の中、代理懐胎を中心に生殖補助医療をめぐる様々な問題について、生殖補助医

療の在り方検討委員会で審議を行っています。 

本講演会は、委員会で行ってきた検討の状況を広く説明し、参加者の理解を深

めていただくとともに、参加者の方々との議論を委員会における審議に活かすこ

とを目的としています。 

 
プログラム 

13:00～ 主催者挨拶 鈴村 興太郎 

（日本学術会議副会長、一橋大学経済研究所教授） 

 来賓挨拶 中川 義雄（内閣府副大臣（科学技術政策担当）） 

 メッセージ 

13:20～ 委員会報告 鴨下 重彦 

（生殖補助医療の在り方検討委員会委員長、東京大学名誉教授） 

13:40～ 講演１ 「医療面からみた生殖補助医療」 青野 敏博（徳島大学長） 

14:10～ 講演２ 「法制面からみた生殖補助医療」 大村 敦志 

（東京大学法学部教授） 

14:40～ 休憩 

14:50～ パネルディスカッション「生殖補助医療はどうあるべきか」 

  Ⅰ（医療・生命科学等の視点から） 

   コーディネータ 五十嵐 隆（東京大学大学院医学系研究科教授） 

 米本 昌平（東京大学先端科学技術研究センター特任教授） 
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   パネリスト 久具 宏司（東京大学大学院医学系研究科講師） 

 水田 祥代（九州大学病院長・教授） 

 吉村 泰典（慶應義塾大学医学部教授） 

 室伏 きみ子（お茶の水女子大学理学部教授） 

  Ⅱ（人文社会科学等の視点から） 

   コーディネータ 水野 紀子（東北大学大学院法学研究科教授） 

 米本 昌平（東京大学先端科学技術研究センター特任教授） 

   パネリスト 櫻田 嘉章（京都大学大学院法学研究科教授） 

 辻村 みよ子（東北大学大学院法学研究科教授） 

 西 希代子（上智大学法学部准教授） 

 加藤 尚武（東京大学大学院医学系研究科特任教授） 

  質疑応答 

17:50～ 総括・閉会挨拶 町野 朔 

（生殖補助医療の在り方検討委員会副委員長、上智大学法学研究科教授） 

総合司会 室伏 きみ子（お茶の水女子大学理学部教授） 
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主要参考文献 

 

第１章 

〔総説〕 

青野敏博「国境を越える生殖医療」学術の動向 2005 年５月号８～11 頁（2005） 

石井美智子『人工生殖の法律学 生殖医療の発達と家族法』有斐閣（2004） 

石原明『医療と法と生命倫理』日本評論社（1997） 

上杉富之編『現代生殖医療 社会科学からのアプローチ』世界思想社（2005） 

金城清子『生殖革命と人権 産むことに自由はあるのか』中央公論社（1996） 

金城清子『生命誕生をめぐるバイオエシックス』日本評論社（1998） 

総合研究開発機構＝川井健編『生命科学の発展と法 生命倫理法試案』有斐閣（2001） 

橳島次郎『先端医療のルール―人体利用はどこまで許されるのか』講談社（2001） 

藤川忠宏著、総合研究開発機構編『生殖革命と法 生命科学の発展と倫理』日本経済評
論社（2002） 

米本昌平『バイオポリティクス－人体を管理するとはどういうことか』中央公論新社
（2006） 

吉川弘之ほか『生殖医療と生命倫理―不妊の悩み、科学者たちの提言』日本学術会議事
務局・日本学術協力財団（1999） 

吉村泰典『生殖医療のあり方を問う』診断と治療社（2002） 

レオン・R・カス（堤理華訳）『生命操作は人を幸せにするのか』日本教文社（2005） 
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